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令和３年第３回広川町議会定例会会議録 

 

１．招集年月日   令和３年９月２日 

 

２．招 集 場 所   広川町議会議事堂 

 

３．開 会   令和３年９月２日（午前９時30分） 

 

４．応 招 議 員 

     議長  野 村  泰 也       ７番  丸 山  修 二 

     １番  山 下    茂       ８番  光 益  良 洋 

     ２番  丸 山  幸 弘       ９番  池 尻  浩 一 

     ３番  竹 下  英 治       10番  原 野  利 男 

     ４番  栗 原  福 裕       11番  梅 本    哲 

     ５番  江 藤  美代子       12番  野 田  成 幸 

     ６番  水 落  龍 彦 

 

５．不応招議員 

     なし 

 

６．出 席 議 員 

     応招議員に同じ 

 

７．欠 席 議 員 

     不応招議員に同じ 
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  町 長  渡 邉  元 喜   住 民 課 長  谷 口  裕 子 

  副 町 長  飯 田  潤一郎   福 祉 課 長  郷 田  貴 啓 

  教 育 長  冨 山  拓二郎   建 設 課 長  樋 口  信 吾 

                       産業振興課長兼 
  政策調整課長  丸 山  英 明             井 上  新 五 
                       農業委員会事務局長 
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            鹿 田    健   協働推進課長  萩 尾  勝 昭 
  選挙管理委員会書記長              

  会計管理者兼              
            前 田  武 博   教育委員会事務局教育次長  中 島    孝 
  税務課長兼会計室長              

  環境衛生課長  小 松  朋 雄 

 

９．本会に職務のために出席した者の氏名 

  議会事務局長  原 野  昌 文   議会事務局係長  丸 山  順 子 

  書 記  丸 山  勝 記 

 

10．議事日程 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

  日程第２ 会期の決定 

  日程第３ 一般質問 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開会 

○議長（野村泰也） 

 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから令和３年第３回広川町議会定

例会を開会いたします。 

 本定例会に提出されております議案は、決算認定７件、報告１件、承認２件、人事案件２

件、契約の締結１件、条例の改正及び廃止３件、水道事業会計決算剰余金の処分が各１件、

補正予算７件、計24件となっております。 

 これらの議案については、後ほど提案者から説明がありますが、議員の皆様におかれまし

ては、円滑に議事が進められ、適正妥当な議決に達せられますよう念願申し上げ、開会の挨

拶といたします。 

 次に、町長より今議会招集の挨拶をお願いいたします。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 皆さんおはようございます。本日は、令和３年第３回広川町議会定例会を招集しましたと

ころ、議員の皆様におかれましては公私ともに御多忙中にもかかわらず御出席を賜り、誠に

ありがとうございます。 

 本年８月、停滞した秋雨前線の影響で九州地方から東日本にかけての広い範囲に長期間の

記録的な大雨が続きました。特に、佐賀県、福岡県を中心に、北部九州で甚大な災害が発生



- 3 - 

しております。全国では12名の方がお亡くなりになり、多くの方が被災されております。亡

くなられた方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災されました皆様に心からお見舞

い申し上げます。 

 本町においては、８月11日から17日まで広川ダムで900ミリを超える雨が降り続き、災害

対応を行ったところでございます。被災状況につきましては、人的被害、住家被害はなかっ

たものの、道路、河川、林道、農業用施設等が被災しています。梯地区において、道路損壊

の危険がありますので、避難指示、監視体制を継続しております。 

 災害対応につきましては、気象情報等の収集、分析を的確に行い、正確に情報を伝え、町

民の皆様の安全・安心に努めてまいります。 

 一方、新型コロナウイルス感染症は、デルタ株が猛威を振るい、第５波はこれまでにない

大きな波となっております。福岡県は緊急事態宣言の中にあり、感染拡大防止に取り組んで

います。 

 本町においても、公共施設の貸出中止など御迷惑をかけておりますが、基本的な感染予防

対策の徹底などの「新しい生活様式」の実践を町民の皆様にお願いし、協力をいただいてお

ります。また、町民生活や経済活動の維持のための支援策を実施するなどして、長期にわた

る新型コロナウイルス感染症対応を進めてまいります。 

 さて、本定例会には議案24件を提案申し上げております。議案の提案理由につきましては

後ほど御説明申し上げますが、慎重な御審議を賜りまして、全議案とも御決定いただきます

ようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしております議事日程第１号のとおりであります。 

 直ちに議事日程に入ります。 

 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（野村泰也） 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録の署名議員は、６番水落龍彦君と12番野田成幸君を指名いたします。 

 

      日程第２ 会期の決定 

○議長（野村泰也） 

 日程第２．会期の決定を議題といたします。 

 会期については、去る８月27日、議会運営委員会に諮ったところ、９月２日から９月17日

までの16日間にしたいという案が出ていますが、よろしいかお諮りいたします。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は９月２日から９月17日までの16日間と決

定いたしました。 

 

      日程第３ 一般質問 
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○議長（野村泰也） 

 日程第３．一般質問を行います。 

 発言時間は、質問、答弁を含めて１時間以内とします。制限時間５分前にベルで合図しま

す。 

 ９番池尻浩一君の登壇を求めます。 

○９番（池尻浩一） 

 皆さんおはようございます。９番池尻です。久しぶりの一番くじを引きましたので、本当

に体も頭も温まる前に始めさせてもらいます。時間短縮に努め、質問させていただきます。 

 まず、消防団の活動状況についてです。 

 ここ数年、豪雨災害が全国で発生し、消防本部、警察はもちろん、自衛隊までもが出動要

請が出ているのをメディアで報道されています。その中で、災害の初期段階においては、特

に自助、共助の部分が大切であり、隣近所、行政区、そして、何より消防団の力というのは

欠くことができない重要な組織となっております。 

 そこで、伺います。 

 広川町において消防団員の確保はできていると議会等の報告で伺っておりますが、サラ

リーマン団員という言葉も耳にする中、実際の出動状況、参加状況はどのようか。団員の

方々は、ふだんは自分の職務に就きながら地域防災活動に協力していただいております。平

日は参加できない、逆に土日は参加できないといった方もいらっしゃると思います。また、

そのような中、金額の多い少ないは別にして、年額報酬、退職報償金といったものは基本的

には平等に支給されているものと思っております。出動手当はあるものの、出動の状況に

よっては、団員同士や住民の方からの疑問も出ていた時期もありました。 

 改めて報酬支払いに関し、公平性という観点から、現状の対応というものはどういったも

のがなされているか、伺いたいと思います。 

 また、国のほう、総務省からも、2021年、消防団員の処遇等に関する検討会が行われ、各

市町村でも消防団と協議の上、地方の中でも条例改正及び予算措置を実施することとなって

おります。それに関する現状も伺いたいと思います。 

 また、広川町においては水害が多く発生しており、消防団は水防団としての役割も担って

おります。避難、見回り、土のう訓練等が行われていますが、役目の中の一つに水門の点検

というものもありますが、それに関して町ではどのようにされているかなどを伺いたいと思

います。 

 次に、教育体制の今後の方針について。 

 本来ならば、６月定例議会の折に新教育長になられたタイミングで、町の目指す教育方針、

問題点や課題への取組等を質問すべきでしたが、コロナ感染症対策で自粛、短縮をしていま

したので、今回、改めて質問させていただきます。 

 そして、令和４年、2022年度から全国の公立小学校の高学年に対し、教科担任制が導入さ

れることとなりました。中学校からは教科担任制が普通であることや、以前から外国語、体

育や音楽などで交代型、専科教員型という形を取っていたことを考えますと、決して特別な

ことではありません。また、児童や保護者に対しても抵抗は少ないものと考えますが、文科

省の方針では、外国語、算数、理科、体育がまず対象教科とされております。 

 メリットばかりではない中で、広川町ではどのような取組で進めていくのか、伺いたいと
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思います。 

 そして、２学期制についてですが、今回この質問を上げたところ、全員協議会でもお話が

あるということと、同様の質問がほかの議員からも出ていますので、細かい質問は避けさせ

ていただきますが、町の考えを聞かせていただきたいと思います。 

 では、あとは質問席にて答弁をいただきます。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 ただいまの消防団の活動状況についての質問のお答えでございますが、団員については、

区長や分団長をはじめとする団員の推薦により定員を確保できています。 

 いわゆるサラリーマン団員につきましては、全団員210名のうち約130名であり、そのうち

町外勤務者が約70人となっています。平日昼間の火災出動となると、自営業の団員の方でも

なかなか出動が難しいものがありますが、令和２年度の火災出動率については全団員の約

23％となっており、１回の出動当たり50人前後の団員が出動しています。 

 このような状況の中、今年度より技術、知識、経験を有する団員ＯＢを活用した支援団員

制度を導入し、体制の強化を図っています。今後とも消防団と協議しながら、団員確保や団

の活性化について継続して取り組んでまいります。 

 手当と待遇については今までどおりでございますけれども、自助、公助といった面から考

えますと、公平に推進しているんじゃないかと思っております。 

 次に、消防団における水防訓練については、例年、梅雨入り前の５月に全団員訓練の中で、

土のう作成や改良積み土のう訓練、シート張り工法訓練を実施しています。また、各分団に

おいても、自主的に水防に係る訓練に取り組んでいます。 

 現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全団員が集まっての訓練はできており

ませんが、分団長を中心に、各分団、各地域に応じた水防訓練、災害図上訓練など、工夫を

凝らして実施しています。 

 なお、今回の秋雨前線による大雨時には、消防団により避難の呼びかけや自主防災組織と

連携した河川の溢水箇所等の土のう積み、バリケード設置やシート張りなどの水防活動を行

い、被害の拡大防止に努めることができました。 

 今後も災害に備え、訓練を積み重ねるとともに、町民の防火・防災意識の高揚を図る活動

を行っていきたいと思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（冨山拓二郎） 

 おはようございます。教育長の冨山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいまの池尻議員の教育体制の今後の方針についての御質問にお答えいたします。 

 広川町の教育大綱にある「ふるさと広川に誇りを持ち、多様で変化の激しい社会を生き抜

く力を身につけ、世代を超えてつながり、力を合わせて未来を切り拓き、将来にわたって活

力ある社会をつくっていこうとする子供」を育てるために、必要な力として３点挙げており

ます。１点目に「たくましく生き抜く力（学力・豊かな心・学びに向かう力）」、２点目に



- 6 - 

「人を思いやり、人と人をつなぎ、支え合う力」、３点目に「広川町を愛し、世界に羽ばた

く力（外国語理解・情報活用能力）」を挙げております。その上で、教育施策の重点目標に

「志を持ち、「生きる力」を身につけ、たくましく生きる子供を育てる学校教育の推進」を

うたっております。 

 教育委員会と学校が連携して、教師の力量を高めるとともに、各学校の研究の特色化と

小・中学校が連携した教育及び地域と共にある学校づくりをさらに推進し、地域、保護者の

確かな信頼を得ることができるような運営を行っていきたいと考えております。特に、広川

町で育った子供たちが地域に誇りを持つためには、まず地域を知ること、そのためには広川

町における教育資源「ひと・こと・もの」を十分に活用していくことだと思っております。 

 私自身、学校運営をしていく上で大切にしていきたいと考えますことが３点ございます。

１つ目は、学校教育を通して夢や志を持った子供を育てるキャリア教育の充実です。２つ目

は、広川町の１中３小という強みを生かした小中一貫教育のさらなる充実を目指すこと、そ

して３点目に、子供たちが安全・安心で楽しいと思える学校環境の整備です。子供たちが本

当に学校を楽しい場所と思えるのは、学校生活の大半を占める教科の授業が分かることだと

思っております。これからも分かる授業づくりを通して、子供たちに学校が楽しい場所だと

実感してもらえる授業改善の取組を充実させてまいります。 

 そのためにも、今後は令和の日本型学校教育の構築に向けて個別最適な学習、指導の個別

化と学習の個性化と協働的な学びの具体的な研究への支援を進め、ＩＣＴ機器を活用した分

かる授業づくりと協働的な学習を組み合わせ、主体的に学ぶ姿勢を持った子供と共に高め合

う子供の育成を進めていかなければならないと考えております。 

 次に、教科担任制についての考えと取組はどのようかについての御質問にお答えします。 

 小学校での教科担任制については、現在、広川町では導入されていませんが、学校によっ

ては、授業数が多い高学年に音楽や理科、図工、家庭科などの専科の教員を配置しておりま

す。主に学級担任を持つことのできない再任用、週３日の先生方にお願いをしております。

また、学年の子供の実態や同学年の教員の実態に合わせて、クラス担任の間で授業を交換す

る交換授業を行っている学校もあります。体育と音楽、社会や理科など、得意分野を話し

合って交換したり、学習内容によって単元のみ交換したりしております。 

 現在、学校、学年の実態や状況を考え、各学校で工夫して教育活動を行っていますので、

当面このような形でいきたいと考えています。 

 今後、国や県の動向により教員の調整、確保ができますれば、積極的に活用を図っていき

たいと考えております。 

 次に、２学期制についての町の考えはについてお答えします。 

 現在、八女市では２学期制を実施されております。広川町でも来年度から２学期制の導入

を考えております。 

 メリットとしては、現在の３学期制から２学期制へ変更することで、始業式や終業式と

いった儀式の実施回数が減るため、授業時数の確保につながることと、夏休み前、あるいは

冬休み前の通知表作成の作業といったものが削減されます。その期間中に児童・生徒や保護

者との面談の実施や相談体制が取れることで、よりきめの細かい指導につながると思われま

す。また、儀式の回数や通知表の作成回数が減ることで、教職員の働き方改革の改善が考え

られます。また、広川町が２学期制を導入することによって、八女市や、そのほか２学期制
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を導入した市町との人事交流がしやすくなるのではないかとも考えております。 

 なお、２学期制導入につきましては、９月７日の全員協議会の中で説明を予定しておると

ころです。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 令和２年度の火災では約23％の出動状況と伺いました。これに関して、本当に多いのか少

ないのかというのは、現場の状況によっての判断のほうが大切かとは思います。 

 210名の団員を確保した中で、実参加数、これはある程度この状況でできるだろうと、こ

の人数で足りるだろうというところでの人数確保と言えるのか、実際の町の災害時の対応と

して、人数から考えたところで御説明願いたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（萩尾勝昭） 

 まず、年間の平均出動率については23％ということです。実質には50人前後の方が毎回、

火災の出動に当たっては頑張っていただいているんですけれども、現在のところ現場のほう

から、この23％ということで、消火活動等、または後方支援等について支障があったといっ

たような報告は受けていない状況です。 

 ただ、やはりこういった現場の体制を強化していくためには十分な体制をつくっていく必

要があるということで、本年度から支援団員制度ということで、これまで知識や経験等々が

豊富な方について町のほうから任命いたしまして、現在10名の方に支援団員となっていただ

いておりますので、この方についても今後十分に活用していきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 火災時は本当に緊急性があるもので、その人数かと思いますが、先日のお盆時期の豪雨に

つきましては、雨のタイミングが天気予報等ではっきり分かること、また、お盆の時期と重

なり、対応できる人数や職種も変わったと、そういうような状況が正直多かったんじゃない

かなという勝手な勘ぐりですけれども、そのときの出動状況というのは今分かりますか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（萩尾勝昭） 

 昨日、幹部会がありまして、78名の方が今回の水害の対策等について出動をしていただい

ております。 

 昨日の幹部会の中でも報告があったんですけれども、各分団長を中心に、早急に現場のほ

うに集まっていただいて、各地域の要望に応えながら十二分な対策が取れたというふうな報

告を受けております。 

 以上です。 
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○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 やはり年平均50人前後と、また、23％が大体例年そのくらいだろうという答弁をいただき

ましたが、逆にそれにほとんど固まっていないか。先ほど質問しましたサラリーマン団員と

いうので固定されてきていないか。また、それに関する報酬の在り方ですね。皆さんちょこ

ちょこ言われるのに、結局、あの団員さんは全然出てきていないのに、やはり５年から10年

すれば退職報償金というのが支払われると思いますけれども、その点に関しても、「ん？」

という声も出ていた時期もあります。そういった声も聞いたことがあります。その辺に関し

ての町の考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（萩尾勝昭） 

 まず、出動に当たっての団員の固定化なんですけれども、やはり役場の職員がこの出動の

うち、３分の１から約半数近くを占めているというふうな認識でおります。 

 それとあと、報酬の在り方についてなんですけれども、報酬については条例のほうで支給

条例が定められておりまして、広川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

というのがございます。これの第４条に、一定期間勤務しなかったことが明白な場合につい

ては、その期間を勤務年数から除算するという形になっています。また、第６条では、勤務

成績が特に不良であった者については支給をしないというふうにされております。退職報償

金の支給に当たっては、勤務状況であったり、消防団の幹部の意見を十二分に聞きながら支

給をしているような状況でございます。 

 なお、現在、出動や訓練等に一切参加できていない団員については適宜交代をされてある

ということですので、退職報償金の支給対象としては、ほぼほぼ上がってきていないような

状況でございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 参加状況については分かりました。 

 また、先ほど言いました処遇検討会の中でも、現在、災害の多様化、激甚化に伴い、役割

の多様化、防災を伴う様々な主体との連携が必要とされていると出ているかと思います。特

に、水害時の訓練については、先ほどの答弁にもありましたが、土のう訓練とか見回り、そ

ういうものが多いかと思いますが、実際、先日の水害でも、河川の氾濫よりも田畑に置いて

ある水路やクリークの調整からの越水等が多く見られたということであります。 

 それに関しては、町の水利組合等が本来取り組むところですけれども、水害の予防、警戒、

防御と町の水防計画にも挙げておられますが、その水路の管理というものもちゃんと訓練さ

れているのでしょうか。地域の消防団の団員に聞いたら、そういったところをよく知らない、

見たことがない、触れたことがないという方もいらっしゃいましたが、訓練状況の中でそう

いうことはあっているんでしょうか。 
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○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（萩尾勝昭） 

 まず、水路等に関する水門の開閉、そういったものについてのふだんからの訓練は行って

おりません。先ほど池尻議員がおっしゃったように、水利組合等との関連がございます。中

には水門に鍵等もかけられて触れないようにしている箇所もあるということですので、現在

のところ、こういった水門を災害に備えて開閉するといったような訓練等は行っておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 もちろん点検もされているでしょうが、やはり水害時にそういったところの状況も知って

おくべきかとも思います。水門を実際に触ってとか、もちろん水利組合の方々のほうがよく

知識はあるでしょうし、そういう対応もできますけれども、本当に災害時でも越水、溢水し

た状況で、近寄らないでくださいというのもあります。訓練を受けておられない農業従事者

の方、特に高齢化している、そのような中で、そのような場所に行って調整をしてもらうと

いうのはかなり無理なことでもありますし、やはり水量を調整することで、逆に町側に対し

てのいろんな問題も、責任問題等も含めた中で起きてくるとも十分理解しておりますので、

先ほど言った様々な主体との連携という中で、水利組合等の方々に指導してもらう、教えて

もらう、ある程度一緒に取り組んでもらうといった訓練時の協力というのも今後必要になっ

てくるのではないかと思います。 

 水路等の確認、水害のポイントというのを、要するに水防団としての役割を担っている消

防団がそんな状況ではちょっと、消防団員さんの活動に関しても安全確保というものができ

るような状況で訓練が行われたらと思っております。先ほど出ました処遇検討会の中でも、

訓練の在り方について、やはりいろいろと検討することはあるんじゃないかと思いますが、

町としてはどうでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（萩尾勝昭） 

 まず、水路の確認ですけれども、各分団の中で図上訓練等が行われております。それと、

水防計画書の中に毎年溢水したり越水したりするような箇所がございますので、そういった

部分については毎年度更新をしていきながら、各分団のほうに情報提供を行いながら、ここ

の箇所についてはどういった対応が必要なのかといったことを毎年検討しているところです。 

 処遇の話が出ていますので、現在、消防庁長官のほうから４月に文書が出ております。こ

れについては、年度内に処遇の改善に向けて取り組みなさいといったような方針が出ており

ます。ですので、今現在、近隣市町の報酬の支給状況であったり、現在の、今後の方針を聞

いておりますので、その中で、町としてもどのような報酬の在り方にしていくのか、さらに

は出動手当をどのようにしていくのかというのを今現在検討しているような状況です。 

 今後については、消防団の幹部会等々の中でこういった議題を出していきたいと思ってお
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りますし、あわせて、町のこれまでの細かい被災状況等を再度確認しながら、水路等も含め

て消防団と協力していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 分かりました。訓練の状況とか、これを現在の消防団員さんに負担をかける、そういうこ

とにつながらないような意識で言っております。役割分担とか訓練でばたばたしないように、

そういった意味と、本当に訓練が的確で効率よく行われて、現場でもそれが実現できるよう

な訓練を求めて、また、広川町という地域性に合った訓練や取組につながっていただきたい

と思います。それによる住民の安心・安全の生活につながればと思っております。 

 では、消防団については以上で終わらせていただきます。 

 また、教育方針についてですが、本当に度々教育要綱、指導要領が改訂されていく中、本

年度からも外国語の時数の増、また、教育要綱とか見ていますと本当に抽象的な取組表現の

中で、実際、各学校がどのような取組をしていいかという教員側の問題もあると思います。

そしてまた、住民側からも改めて正しい教育とは何であろうということと、本当に心に悩み

を持つ子にとっては、学校というのは必要ではないんじゃないかと、登校する必要はないん

じゃないかといった言葉まで出てくることもあります。本当に様々な新しい課題が出てきて

おりますけれども、教育長においては、やはり地域性に合った、将来を見据えた取組をお願

いしたいと思っております。 

 では、教科担任制についてですが、やはり交代制とか、再任用、専科教員を利用していく

という中で、人数確保についてが本当に町としても予算のかかる大変なところですけど、教

科担任制が取り組まれたことで、教職員の確保については大丈夫なのか、また、教職員定数

法というものもありますけれども、それに問題なく進めることができていくのか、それを伺

いたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 教科担任制が始まった場合の教員の確保についての御質問ですけれども、来年度から教科

担任制が行われるということで文科省のほうから通知が来ておりますが、具体的な内容とい

うのはまだ分かっていない状況ではございますけれども、教員の採用試験の競争率というの

が近年では低下しております。それと、2025年度までに全学年を35人学級、少人数学級の実

施ということが決定されておりまして、より多くの教師を採用されなければならない状況に

なっております。それで、教員の確保ができるのかどうかというのも町としても懸念をして

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 その点に関しては本当に効率よく、本来の目的としても、やはり多忙な教職員の時間確保、
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さらに、子供たちにとっては学習レベルが上がっていくこととされております。専門性の高

い教育とか、理科に関しては準備の効率化というのもいろいろあってくる中で、やはりその

メリットというのは、今後、間違いなく生かせるという考えの中で進められていくのか、問

題ないのか、そこを伺いたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 この教科担任制につきましてのメリットとしましては、１つ目につきましては、専門性の

高い授業が受けられるということと、それによって子供の学力向上につながるということが

あります。また、小学校から中学校への移行がスムーズにできる、これは小学校は現在、学

級担任制ですけれども、中学校に入ると教科担任制になりますので、高学年でそういった授

業を受けておると中学校になってスムーズになることと、それに併せて、中１ギャップと

いった問題も今までありましたけれども、そういったものの解消につながるということを考

えております。 

 また、教員につきましては、担任の空き時間ができ、十分な授業の準備に充てられるとい

うことと、あと、授業の準備等、そういった負担の軽減、これは働き方改革にもつながるん

ではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 本当にこれを取り組むことによって、町の教職員の方々の環境がよくなること、また、も

ちろん子供たちの教育レベルの強化につなげていただくこと、これが本当に大事かと思いま

す。 

 また、これに関しては、やはり町が既に取り組んでおります少人数学級制、こういうのも

同時に取り組んでいく中で、それを同時にうまく絡めることは大丈夫ですか。絡めていく考

えというものは既に目的として入っていらっしゃいますか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 少人数学級制につきましては平成28年度から取り組んでおりますけれども、この議会の中

でも何度か報告させていただきましたけれども、当初、常勤講師の学級担任ができるとき、

３年間実施しましたけど、その時代、そのときは確保できたんですけれども、その後が、や

はり教師不足ということで学級担任が見つかっていない状況ということで、昨年度から教師

の資格を持たない学習支援員等を多く採用して、教師の補助に当たっております。教師の確

保ができれば、少人数学級とかそういったものも活用できるかと思っているところです。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 
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 まさにおっしゃるとおりで、教科担任制を取り組むことで、逆にまた教職員の減にならな

いか、カバーしていくところも確実にできているか、そういったところも非常に問題と思っ

ております。ここに関しては本当に計画性を持って、周りの教育事務所との関係性も必要に

なってくるでしょうけど、そこは確実に内容のいい形を取っていただきたいと思っておりま

す。 

 今後、また町における重点教科が出てくると思います。いろんな試験とか、教育レベル、

学科レベルを測るときにおいて、そういったポイントも見えてくると思っております。教育

長においては本当に長らく町のほうに携わっていただいておりますので、先ほどの方針につ

いても、３小学校１中学校の小中一貫教育とした意識の中での連携という中で、今後、重点

教科、課題の中で担任制を考える教科というものは考えていらっしゃるか。一応４教科、文

科省のほうで指定されていても、うちはこれは取り組まない、重点的にもう一個増やしたい

とか、そういった考えというのはできていますか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 教科担任制につきましては、先ほど議員おっしゃるように、外国語、算数、体育と理科、

４教科が想定されておりますけれども、現在、町のほうでは教科担任制に似たような形での

専科制というのを今実施しております。 

 専科制につきましては各学校の独自で行っておりますが、その中では今言った４教科以外

にあるものとして家庭科と図工等も行っておりますので、そういったものもできれば取り入

れていければと考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 個人的に疑問に思うのは、教科担任制を取ったことで、逆に教員が専門的な分野ばかり取

り組んで、ほかの学校とかに移ったときに対応できるのかどうかというのもあります。これ

は非常に疑問に思うところで、また逆に、うちの町ではこういうところを専門的に取り組ん

でいただきたいといって、四、五年過ごしていただいた中でよそに移したら、ほかの教科が

できなくなった。これは相互にそういう問題が起きていくと思いますので、これは南筑後教

育事務所管内、近隣でも平等に取り組むか、そういった話合いが進められているのか。うち

の町だけで教員をここに重点的にしたいとかいっても、ほかのところで、また逆にほかの専

門的に取り組んだ方を全面的に全教科教えていただく担任の先生として頑張っていただきた

いといったときに、そういったアンバランスさが生まれてこないか、能力のバランスが悪く

ならないか、こういうことは考えられたことはあるでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 確かに議員が言われるように、まだ教科担任制が始まっておりませんので、広川で教科担

任で専門的な教科だけを何年か教えて、その後、異動でほかの教科とか通常のクラス担任と

かになった場合はそういったことも予想されると思いますけれども、現在、概要は分かって
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おりますけれども、そういった国からの教科担任制についての具体的なことがまだ来ており

ませんので、ちょっとそこまでは考えておりませんでした。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 本当に子供の将来に関わることですから、長い目で見て、効果的に実行できるかどうかと

いうことも含めて計画していただきたいと思います。 

 最後に、２学期制について、１つだけ伺います。 

 行事スケジュールの点だけ伺いますけれども、特に問題は、２学期制にしたときに、社会

教育面におけるいろんな子供たちの習い事、その他イベントにおいて、周辺地域とスケ

ジュールを合わせるというのが非常に問題点がありました。八女市だけが取り組んだときに

ですね。そういったことを考えて、南筑後エリア全体で取り組むことが今度できるのか、ほ

かの周辺地域の状況だけ教えていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 現在の南筑後管内で２学期制を取り入れているところにつきましては、八女市、柳川市、

大木町が２学期制を取られております。 

 今言われた社会教育の関係のスケジュールで、具体的にそういった問題点があるかどうか

までは把握しておりませんでしたけれども、そういったことはまた今後よく調べていきたい

と思います。 

○議長（野村泰也） 

 ９番池尻浩一君。 

○９番（池尻浩一） 

 聞いたことがないというのがちょっと問題ですけど、子供たちは小学校の野球チームに

入ったり、サッカーチームに入ったり、バスケ、バレー、ダンス教室とか、そういったこと

もあります。発表会とか地域の対抗試合等のときに、やはり日程が、この学校は２学期制で

いろんな休みとかスケジュールを合わせられないということが頻繁に実際あっておりました。

そういった中でのスケジュールを聞いておりますが、今後もそこを取り組んでいただいて、

また、全協等や、ほかの議員からの質問もあると思いますので、私からは以上で一般質問を

終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 次に、４番栗原福裕君の登壇を求めます。 

○４番（栗原福裕） 

 改めておはようございます。４番栗原です。 

 さきの６月３日開催の全員協議会において、公共下水道事業の全体計画の見直しについて

説明が行われました。その中で、八女市、筑後市の計画面積縮小による負担増、また、県営

河川を越えた場合の工事費の増加などにより建設費や維持管理費が大きくなるという理由で、

４エリア、109.9ヘクタールが計画地域から除外され、440.1ヘクタールで整備されることと

なっています。その見直し案について質問をさせていただきます。 
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 まず１点目が、見直し地域について、４つのエリアに当てはまる行政区名を挙げて説明が

行われました。この除外される地域を見ると、行政区が入り込んでいる地域があります。具

体的に図面上で除外する地域を示す必要があると考えますが、どのようにされるか、お伺い

します。 

 ２点目は、除外することで約22億円の事業費が削減できるということですが、除外エリア

ごとに削減額及び削減面積はどうなっているのか、お伺いします。 

 ３点目は、事業費の見直しを行い、今後は一般会計からの繰入れを150,000千円程度に抑

え、事業を実施していくということですが、下水道事業は、現在、公営企業会計で行われて

おり、受益者負担による事業実施が原則と考えますが、その点、町としてどう考えてあるの

か、お伺いします。 

 最後、４点目でございますが、下水道計画がない区域の対策については、合併浄化槽設置

に対する手厚い補助を考えていくということでございますが、具体的にどのような補助制度

を検討されているのか、お伺いします。 

 あとは質問席で個別に質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 ただいまの質問で、広川町公共下水道事業の見直しについてのお答えでございますが、町

では、快適で衛生的な生活環境の実現や河川などの水質保全を図るため、公共下水道整備と

合併浄化槽の設置を推進しています。しかし、近年、厳しい財政状況や人口減少など、状況

は大きく変化し、特に、下水道事業の経営状況の悪化は、企業会計に移行したことにより、

より鮮明になりました。また、３市１町で構成される矢部川流域下水道の構成市も同じよう

な現状です。 

 さらに、現在、福岡県主導の下、矢部川流域下水道３市１町の負担金の協議を行っており、

現負担率が八女市36％、筑後市38.9％、みやま市8.4％。広川町16.7％で負担していますが、

今回、八女市と筑後市が見直しを提案したため、決定されれば、八女市32.1％、筑後市37.4％、

みやま市10.3％、広川町20.2％となり、町の負担率が3.5％増で、令和３年度負担金をこの

率で試算すると、建設負担金だけでも約6,300千円増加いたします。また、維持管理負担金

赤字補填額もこの増率分が反映されます。 

 広川町においても、将来にわたり持続可能な公共下水道事業を推進するには見直しは必須

であります。今後、住民への説明責任はもちろんですが、加えて、公共下水道と合併浄化槽

の補助と負担の不均衡を是正に向けて協議してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 回答ありがとうございました。ちょっと質問させていただきます。 

 今回の除外地域を見ますと、町の中心部に当たる地域もあります。また、国道３号バイパ

スの計画路線の地域もありますが、除外することで町の発展等に直結する民間等の開発に支

障があると私は思いますが、そこは検討され、除外されたのか、また、どう考えてあるのか、
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お伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 ただいま栗原議員の御質問でございますが、国道３号バイパスに伴う開発につきましては

視野に入れております。 

 ５年ごとの見直しにて、計画路線や民間の大規模開発等の情報収集をしっかりと反映させ

ていただきたいと思っております。ただし、整備はしたが、未接続とならないよう収益が見

込めるかどうかは、しっかりと見極めて判断していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 今の課長の回答の中で、５年ごとに見直し等を考えていきたいと。また、そういう開発等

も含めて、３号バイパス等については視野に入れているということでございます。ぜひとも

そこらあたりを考えて、今後、下水道の再見直し等も行っていただきたいと考えているとこ

ろです。 

 次に、質問もいたしましたが、行政区が入り込んでいるわけですね。すぐ近くまで下水道

が来ている地域で、行政区が下水道認可区域、それから、下水道から除外される地域、こう

いうところがあるかと思いますが、どうされるのか、お伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 ただいまの質問でございますが、直近に下水道管が埋設されている箇所につきましては、

自然流下の勾配が取れる地形であれば、計画区域に取り組むことは可能です。ただし、やは

り先ほども申しましたとおり、未接続とならないように、しっかりと収益を見極めて検討さ

せていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ありがとうございます。計画区域に入れることは可能ということを聞きまして、安心をい

たしました。 

 次に、町長の回答にもございましたが、住民への周知の関係です。 

 町のほうでは広報やホームページ等により説明をしていくということでございましたが、

私はそれだけでは不十分だと考えております。また、住民の理解も得られないと考えており

ますので、この周知方法について再度お伺いをしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 
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 ただいまの質問でございますが、現在、広川町の下水道全体計画の見直しについては、区

域を業務委託にて詳細に進めております。 

 その業務委託の中で、全体計画の区域の部分とそうでない部分を色分けさせていただき、

どなたでも分かりやすくさせていただきたいと思っております。さらに、紙の図面にして、

縦覧等により具体的に範囲を提示させていただきたいとも考えております。 

 また、先ほど周知方法ということでございますが、区長会、地元説明会、関係機関、広報、

ホームページ等により、より幅広くお知らせをしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ぜひともこの周知については徹底をしていただきたいと思います。 

 次でございますが、見直し案では、処理人口が約１万1,000人程度になるということです。

単純に考えますと、下水道が来ない地域が約9,000人程度になります。約45％の方が下水道

事業の恩恵、サービスを受けられなくなります。 

 説明では、今後、一般会計から150,000千円程度の繰入れを行い、事業を進めていくとい

うことでございますが、再度でございますが、その負担を除外地域の方もするような形にな

るかと思いますが、その点、町としてどう考えてあるのか、お伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 ただいまの質問に御回答させていただきます。 

 まず、一般会計からの繰入れ150,000千円で事業を推進する質問ですが、全協での報告が

言葉足らずでしたので、改めて説明させていただきます。 

 150,000千円という金額は、一般会計からの繰入れではなく、その年度に実施する工事事

業費の額でございます。一般会計からの繰入れについては、令和２年３月の全協で報告させ

ていただいた下水道経営戦略によると、徐々に増加し、令和９年度にピークの一般会計繰入

額210,000千円となります。 

 今後、工事事業費の影響をまともに受けますので、このことも今回の全体計画見直しの大

きな理由の一つと位置づけております。 

 下水道事業開始後、これまで建設事業費は7,340,000千円で、その財源は国庫2,180,000千

円、起債3,640,000千円、差引き1,520,000千円は町の単独予算で行わせていただいておりま

す。受益者負担金の累計は330,000千円ということで、約12億円程度が不足することとなっ

ております。 

 一般会計の繰入れについては、これまで起債の償還額の一部が繰入れの基準となっており

ますが、それでも赤字が生じ、基準のみでは賄うことができないため、基準以上に繰り入れ

ているのが現状です。この現状は、矢部川流域下水道構成市の八女市、筑後市、みやま市も

同じような状況でございます。受益者負担の原則はありますが、実態は一般会計の繰入れな

しでは経営が成り立たない状況でございます。これ以上の事業投資は赤字額を広げる要因と

なるため、一旦事業を見直す必要があると判断して、６月の全協にて報告させていただきま
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した。 

 加えて、今後、これまで整備してきた施設の更新時期も近い将来に到来いたします。その

ときのために、今後、経営改善しないと、今より増して一般会計に頼らざるを得ない厳しい

状況が予想されると判断して行っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 今、課長の説明では工事分を150,000千円程度入れているということですが、ちょっと令

和２年度の下水道事業の損益計算書等を見せていただきました。課長のほうも御存じかと思

いますが、交付税措置が81,644千円程度ございます。これを入れても、40,000千円程度は不

足しているわけですね。こういうことを考えると、先ほども公営企業でやっているというこ

とでございますので、あくまでも受益者の中で負担をしていただいて事業をするというのが

原則だと私は考えております。 

 工事を進めていく中ではそういう部分も必要かと思いますが、このマイナス点の改善です

ね。先ほど課長も答弁がございましたが、再度、どう今後取り組まれるのか、お伺いします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 企業会計における赤字の改善については、全て未接続者の接続促進と使用料滞納整理にも

ちろん絶対力を入れていきたいと考えております。 

 工事事業費の削減並びに負担金の減額をすることが、今の段階では何よりも赤字を改善す

る近道になっていると考えております。ただ、やはり今現状として、合併浄化槽を設置して、

下水道管が目の前にあるのに接続しないという事業所並びに個人宅、あるいはアパートがご

ざいます。この点については、先日の矢部川流域の会議で、県の担当者がおりましたので、

本来は国の直轄の国交省の下水道、環境省の合併浄化槽という推進で、福岡県も２つに分か

れて全然連携がないという意見を私が述べさせていただきました。下水道区域内にある地域

については合併浄化槽は認めないように、県の建築許可等ではじいていただきたいという旨

も通知して、矢部川流域の八女市、筑後市、みやま市はほとんど課が２つに分かれておりま

すから、その状況は全然知らない状況下で経営を進めております。ですから、全然改善がで

きないという状況も私のほうで報告させていただき、これを改善しないと、矢部川のほうの

使用料ですね、前、全協でお話しさせていただきました160円の負担、この軽減にもならな

い。いかにお客様を増やし、160円を軽減するかということは、接続をしていただき、末端

の施設に流すということで提案させていただいておりますので、ここも連携し、やらせてい

ただきたいという旨を積極的に進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 この事業費の関係、それから、下水道の経営の問題につきましては、担当課だけじゃなく
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て、総務部局ともよく連携されて、今後進めていってください。 

 次でございますが、見直し案では、期間を33年から18年間に短縮し、事業を実施すること

になっておりますが、この計画で下水道会計の長期財政改善計画等は計画されてあるのか、

伺います。 

 なぜこういうことを申すかと申しますと、町長のほうもよく町の財政状況が厳しくなって

きているということでございますので、18年ではなく、期間の延長等も考えて、今後、一般

財源からの繰入額等を少なくする必要があるかと思いますので、当局の考え方をお伺いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 ただいまの質問でございます。期間を33年から18年に短縮、これにつきましては、工事事

業費を削減した下水道会計の経営方針を担当課でしっかりと議論を重ねさせていただきまし

た。その後、財政部局と協議をして、町長、副町長と再三協議をし、今後の下水道経営の方

向を議論させていただいております。 

 もちろん、今後、町財政がさらに厳しくなる場合もあると思います。期間の延長を含めた

方向転換も視野に、５年ごとに入れていきたいと思っておりますが、民間企業の経営戦略と

同じように、上方修正、下方修正等をしっかりと５年度の計画に反映し、上層部との協議並

びに財政部局との協議は常にやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 よろしくお願いいたします。 

 次でございますが、下水道と合併浄化槽では、維持管理経費も含め、下水道に接続をして

いただくよう、下水道のほうが経費がかかりませんというような説明で今まであったかと思

います。 

 確認なんですが、具体的に比較すれば年間どれくらいの違いになるか、お答えをお願いい

たします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 その質問につきまして、合併浄化槽と下水道の年間の経費を報告させていただきます。 

 まず、合併浄化槽は５人槽と７人槽と10人槽の補助金をさせていただいております。 

 まず、５人槽と下水道の５人世帯ということで比較数字を出させていただきます。 

 合併浄化槽につきましては、清掃、保険、いわゆる保守点検、定期検査、ブロアの電気代、

この４つで構成されています。５人槽で年間約85,660円と、うちのほうで試算しております。

次に、下水道の５人世帯でございます。これはホームページに、水道料金と換算して大体こ

れぐらい使いますよという平均の数字を入れております。年間62,940円。５人槽につきまし

ては、差額として22,720円が下水道のほうが安くなっております。 
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 次に、合併浄化槽の７人槽と下水道の７人世帯でございますが、合併浄化槽の７人槽は

93,140円、下水道の７人世帯で75,560円、下水道のほうが16,580円安くなっております。 

 最後に、合併浄化槽10人槽と下水道の10人世帯でございます。合併浄化槽の10人槽で年間

102,160円、下水道の10人世帯で96,960円、下水道の10人世帯のほうが5,200円安くなってお

ります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 よく分かりました。ありがとうございます。 

 では、お伺いしますが、合併浄化槽の耐用年数は何年か、お伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 環境省によりますと、合併浄化槽本体の耐用年数は30年、機械設備類は７年から15年とい

うふうになっております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 なぜそういうことをお聞きしたかといいますと、結局、５人槽で比較すると20千円ばかり

維持経費のほうがかかるということです。そうした場合、いろいろ私も調べましたが、耐用

年数が30年以上というようなことも書いてありました。これは地震とかいろいろあった場合

については、それより早く壊れる場合もあるわけです。そういうことで、合併浄化槽のほう

が維持管理費がかかるというようなことになっております。 

 最後ですが、全協においても、今、町長の回答においても、補助金制度を考えたいという

ことでございましたが、執行部として、今後、合併浄化槽補助金というものをどういうふう

に捉え、どう考えてあるのかを再度お伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 ただいまの質問でございますが、先ほど合併浄化槽と下水道の比較で、この状況下を何と

か下水道区域ではないところに対しては是正するべきだというふうに考えております。他の

市町村もやはりそういうふうな是正でやっているところがございますので、今、資料等を準

備させていただき、比較させていただきたいと思います。 

 それで、ある程度の是正を絶対かけたいと思っておりますが、それにつきましては、その

前にある程度、合併浄化槽をまず推進するのも１つ状況下、我々は持っております。ここを

推進しないと、そこばかりとなるとまた問題もありますので、並行して合併浄化槽の推進並

びに料金等がなるべく不均衡がないような是正、あるいは事業者等も負担をしていただくよ

うな交渉等も今後はあり得るとは考えております。 
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 ただ、今、水面下では協議しておりますので、これも不均衡が是正された場合は議会等に

報告をさせていただきますが、なるべく来ないエリア等につきましては、そういうものを早

めに是正していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 ありがとうございました。 

 最後になりますが、要するに先ほど耐用年数をお聞きしたわけです。壊れた場合ですね、

一遍合併浄化槽補助金をいただいて壊れた場合、再度の補助金の適用等は考えてあるのか、

今後検討されるのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 ただいまの質問でございますが、合併浄化槽が何らかの理由、災害等になりましたら国か

らの補助がございます。ただし、減価償却の使用とか、あるいは場所等によっては消耗が激

しい等がございますので、申し訳ございません、現在のところは考えておりません。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ４番栗原福裕君。 

○４番（栗原福裕） 

 耐用年数というのがあるかと思います。なぜそういうことを言っているかというと、公共

下水道については、終末処理場で50年から70年と、20年ばかり違うわけですね。そういう維

持管理経費も違うということですので、ぜひ今後とも検討をしていただきたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わりますが、しっかりと住民への説明等を行われ、公共サービス

の平等性等をしっかり捉え、事業の健全な財政運営に努力され、今後の公共下水道を推進さ

れることをお願いし、一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩いたします。 

午前10時38分 休憩 

午前10時47分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、全員おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、５番江藤美代子君の登壇を求めます。 

○５番（江藤美代子） 

 質問通告に基づいて、２項目にわたって質問をいたします。 

 まず１つ目、ジェンダー平等に向けての取組についてです。 

 昨年は第５次男女共同参画基本計画の策定の年でした。政府案も多くのパブリックコメン

トを受けて、大幅な見直しが行われました。それを受けて、県、町は男女共同参画基本計画

を作成しています。私はその中から３点について町の対応をお尋ねいたします。 
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 まず１点目、政策方針の決定の場に女性の参画拡大がうたわれています。この中の管理監

督職への女性登用の目標について役場内の現状はどうなっていますでしょうか。また、今後

に向けての目標をお尋ねいたします。 

 ２点目、町が昨年行いました新型コロナウイルス感染症に負けない広川町まちづくりアン

ケート調査で浮き彫りになった女性の非正規率が高いこと、貧困化の問題があります。アン

ケートを基に、その対応はどのようになっておりますでしょうか。進捗状況をお尋ねいたし

ます。 

 ３点目です。 

 国の男女共同参画基本計画においても、生涯にわたる男女の健康の包括的な支援として、

生理を含めた保健の充実という点も指摘されています。コロナ禍の中、「生理の貧困」とい

う言葉が注目されています。町は早速、日本赤十字社の寄附金を基に、災害避難時の備品と

して、また、就学援助を受けている家庭や社会福祉協議会の食料支援を受けている方への生

理用品の配付、また、学校の保健室に生理用品の準備をしました。大変喜ばれているのでは

ないかと思いますが、現状はいかがでしょうか。 

 また、今後さらに多くの人が利用する公共施設、学校のトイレに生理用品を常備してほし

いと考えますが、町の考えをお尋ねいたします。 

 ２項目め、教育関係予算についてお尋ねいたします。 

 各学校にＰＴＡ、父母教師会があります。ＰＴＡは任意の団体であり、本来は加入も任意

であるとされています。しかし、歴史的にＰＴＡへは半強制的に加入が当たり前となってい

ます。また、ＰＴＡ活動とは、本来、教師と保護者が子供の教育のために教育環境の充実を

目指して活動するボランティア活動、あるいは保護者が学び合う場ではないかと考えます。

ＰＴＡ内に各委員会を設け、広報紙の発行や講演会の開催、除草作業など、単純な環境整備

をしたりする活動も当然のこととして理解しております。この活動のために、ＰＴＡ会費を

集めています。また、校友会という名目で会費を徴収している学校もあります。 

 その校友会、ＰＴＡ会費の支出の内訳ですが、ＰＴＡ活動の活動費以外に教育活動費補助、

教育整備費、環境整備費などがあります。ＰＴＡ会費はその使い方も会員の方の了解の下に

行われていることですので、何ら問題ないと考えることもできます。恐らく昔、各自治体に

とって教育環境の整備が経済的に困難な折にＰＴＡから援助が行われていた、その名残では

ないかと思いますが、今もなおＰＴＡ会計から公的施設である学校の運営や施設にお金を支

出している、このことについてはどのようにお考えですか。お答えください。 

 もう一点、学校給食費の会計について現状はどのようになっていますか。 

 中央教育審議会は2019年１月、学校給食費については公会計化及び地方公共団体による徴

収を基本とすべきと答申しています。町の方針をお尋ねいたします。 

 以上、よろしくお願いします。以後、質問席にて質問を続けます。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 ただいまの質問のジェンダー平等に向けての取組についてのお答えでございます。 

 町職員の管理監督職への女性の登用について、現状は管理職が11名中１名、監督職が36名

中10名で、23.4％の登用率となっております。目標は、広川町特定事業主行動計画において
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令和５年４月までに30％としております。 

 新型コロナウイルス感染症に負けない広川町アンケート調査において、暮らしやすいかの

設問で、暮らしやすいと答えた割合が男性より女性が少なかったことなどについて、ワーク

ショップなりの方法で深掘りしていくこととしておりますが、コロナが拡大傾向にある中、

実施できておりません。コロナの感染状況を見ながら実施の方策を考えているところです。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（冨山拓二郎） 

 ただいまのジェンダー平等に向けての取組についてお答えいたします。 

 経済的な理由で生理用品が買えない「生理の貧困」が社会問題となっていることは、町で

は７月に福祉課が日本赤十字社の助成を受けて購入した生理用品を各学校へ配付いたしまし

た。生理用品が必要な児童・生徒は保健室へ受け取りに行ってもらうよう、準要保護世帯の

保護者へ周知し、対応を行っております。 

 ８月末現在では、まだ受け取りに来た児童・生徒はいないとの報告を受けております。 

 今後は必要性を勘案し、各学校と協議し、検討していきたいというふうに思っております。 

 また、公共施設への設置につきましては、社会福祉協議会が実施されております生活困窮

者に対する生活相談の中で、必要な方への生理用品給付をされていますので、その他の公共

施設への設置は考えておりません。 

 続きまして、教育予算についてお答えいたします。 

 各学校で使用する消耗品費などの学校予算につきましては、毎年、予算編成時期に各学校

からの当初予算要求書に基づき予算を計上しております。また、予算が不足するなどの場合

は、必要があれば補正予算要求を行い、学校予算の確保をしております。 

 ＰＴＡは学校の任意団体組織であります。学校を支援するという観点から、教育活動にお

いて、ＰＴＡとして子供たちの教育環境の充実を願い、学校独自の取組や学校の特色を生か

すための支援等をされています。会費の使途については、そのＰＴＡの判断に基づくものに

よると理解しております。 

 次に、学校給食の公会計化につきましてお答えいたします。 

 現在、保護者からの給食費の徴収や食材の支払いなどは各学校が管理する給食用の会計に

より行っています。公会計化は教職員の業務負担の軽減や徴収・管理業務の効率化などの効

果も見込まれ、国も推奨しているところではあります。南筑後管内では柳川市が公会計化を

実施されているようですが、実施するとなると、給食費の徴収業務や給食費を管理するシス

テムの構築など、多くの事務とそれに伴う予算を要することとなります。現段階では検討し

ておりませんが、今後は近隣市町等の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 以上で、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 まず、女性管理監督職への登用ですけれども、現在23.4％ということで、30％に向けて取

り組んでいらっしゃるというふうにお聞きしました。日本のジェンダーギャップ指数は153
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か国中121位です。特に、政治参画の面においては144位と、さらに順位を落とします。 

 ほかの国の女性管理監督職のパーセンテージ、登用率は、海外はもちろん高いんですけれ

ども、全体の企業とかで考えると、14.8％という数字があります。これに比べれば町は大変

努力してある。さらに、昨年度は18.7％とお聞きしています。それで、今年度は23.4％とい

うことですので、町は女性の管理監督職の登用に向けていろいろ取り組んで努力をしてある

のではないかと思いますが、どのような取組、どのような方針、基準で臨んであるか、お伺

いできますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 まず、先ほど申されました登用率18.7％ですけれども、これにつきましては平成31年４月

現在の登用率となっております。 

 町長答弁の中にもありましたように、広川町特定事業主行動計画というのを定めておりま

す。その行動計画において、出産・子育てと仕事の両立に理解ある職場づくりの姿勢を基本

として取り組んでいるということでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 管理職登用の際にはどのような方法でというか、どのような手順でやってありますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 管理監督職の登用、いわゆる昇任でございますけれども、まず、その選考において男女と

いう観点はございません。登用に関しましては、現在、人事評価等を実施しておりますので、

人事評価による評価、それから、職員へ人事に関するアンケート等を実施しております。ど

のような昇任の意向があるかとか、子育て等での環境であるかとか、そういうもののアン

ケート調査を実施しておりますので、登用の際には、能力、経験、それから意欲、環境等を

考慮して選考、登用をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 今、課長が答えられました、そのやり方が本当に女性の管理監督職の登用率を伸ばしてい

るのだと思います。男女に関係なく、その方の能力、経験、意欲など、今後もしっかり見て

いただきたいと思います。 

 あともう一つ、職員の採用時に何かジェンダー平等というか、そういうのを意識するとか

いうことはございますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 
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○政策調整課長（丸山英明） 

 職員の採用時においてですけれども、先ほど言いましたように、まず、男女ということは

考えておりません。ただ、職員の構成上、年齢条件というのは考慮しております。 

 それから、今後は身体障害者等の雇用率も決まっておりますので、そうした場合、現在の

庁舎ではなかなか難しい面もありますけれども、今度、新庁舎になれば、そういう面につい

ても幅が広がっていくのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 職員の男女比が男性が２で女性が１、２対１という状況になっていますけど、これがもっ

と進んで、男女比が１対１ぐらいになるような、そういう構成になればいいなとは思います

が、採用の折にも、それから、女性の管理監督職登用の折にも男女の観点は持っていないと

いうことでありますので、今後ともやっていけば伸びていくのかなと思います。 

 もう一つ、先ほど課長も言われましたけれども、採用された職員が長く働き続けること、

そういう職場づくり、環境づくりというので、出産、育児などに対しては考えているという

お答えでしたけど、もう一回、採用された職員が長く働き続けられるような、特に、出産、

育児、介護など女性特有のいろんな条件もありますし、社会的に役割分業が固定化してし

まって、なかなかそこは家庭の中でそういう面もありますけれども、何かそれについて対策

というか、支援とかありましたらお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 女性が長く職場、仕事を続けていっていただくという観点からは、まず、休暇等の制度に

ついては、国と同様の出産休暇、それから、育児休業等の支援をしております。 

 そのほかの支援といたしましては、介護関係の支援であるとか、男性の育児休業の取得も

支援していく中で、女性が働きやすいということもあるかと思います。 

 それと、育児休業明けの職員へのサポートといいますか、そういう部分については、各職

場の中で働きやすい環境、サポートできる環境を仲間で培っていくという風土を醸成してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 男性の育児休業取得というのも出ましたけど、なかなか進まないですね。ただ、町の計画

を見ますと、出産補助休暇の取得率は100％というふうに出ていますので、ここからさらに、

出産補助休暇ではなくて育児休業、育児に男性も参加するような、そういう推進もお願いし

たいなと思います。 

 あともう一つ、働き続けるために、そういう制度的な面もありますけれども、職場づくり、

パワハラやセクハラなどの問題なども計画の中にきっちり明記されていますので、女性が働
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きやすいというか、女性だけが働きやすいんじゃなくて、男性も働きやすい、長く働き続け

られる制度的な面と、あと、まだ人間関係とか、なかなか難しいところがありますけれども、

そういうふうな面も大いに関係しているのではないかなと思います。今後とも目標30％に向

けて努力を続けていただきたいなというふうに思います。 

 家事とか育児、介護などの家庭内の平等が進まないというのは本当に難しい問題ではあり

ますけれども、気がけて、いろんな声を集めてほしいなと思います。 

 次、アンケートの事後の進捗状況、町長がおっしゃいましたように、コロナ禍の中でワー

クショップとか、そういうのが進んでいないというのは当然理解いたします。まだ進んでい

ない状況ではありますけれども、さっき申しましたような女性の非正規率とか貧困化とかい

うことに対して、何か町の方針というか、そういうものはございますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 まず、アンケート結果についての今後の状況ですけれども、コロナ禍において直接集まっ

ていただいての意見交換等がしにくい状況でございますので、今回、町のほうもLINE等の整

備を行いましたので、それらを使ったインターネットによる意見交換等の場をつくっていき

たいということで、これに御協力いただいております九産大の山下教授のほうとも今協議を

させていただいているところでございます。 

 それと、その結果の中で、女性の非正規の方の取組ということですけれども、今回のアン

ケートにおいては、非正規については男女比というのは出しておりませんので、正規雇用の

方よりも非正規の方がやっぱりコロナによる影響を多く受けているというふうな結果には

なっております。 

 いわゆるジェンダーの観点からの女性については、アンケート結果の中では、町長答弁に

もありましたように、広川町が暮らしやすいかという漠然たる設問ですけれども、男性より

女性のほうがその満足率が少なかったということで、そういう部分が先ほど申されました家

庭内での男女の役割の部分であるとか、地域コミュニティに関しての男女の役割であるとか、

どういう部分がそういう回答につながったのかというところを深掘りというか、そこら辺を

していきたいと考えております。 

 先ほど申しましたように、今後、ネット等でのそういう意見交換をさせていただきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 本当にコロナ禍の中で難しい、なかなか進めにくい点がありますけれども、ぜひ生の声を

たくさん聞いていただいて、生かしていただきたいなと思っています。 

 女性の就労率は、15歳から64歳までで見ますと70.9％、25歳から44歳で見ると77.7％と上

がっています。しかし、その非正規率、全体では37.3％ですけれども、女性の非正規率は男

性の約３倍という数字が出ています。年代別に見てみますと、20代から30代で非正規率が大

幅に増えるという状況があります。また、子供を持っている女性で見ると、第１子の年齢が
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４歳から６歳で正規率が減少して、７歳から９歳で非正規率が増えるという傾向があります。

つまり出産、育児を機に非正規になると。そして、ある程度子供が大きくなってから働こう

かといったときには、もう非正規でしかないというふうな状況かなと思います。 

 しかし、就業への意識を見てみると、子供が大きくなったら再就職したいという考え方の

パーセンテージは減っています。それとは逆に、子供ができても働き続けるほうがいいと考

える人が女性では63.7％、男性でも58％という数字があります。つまり、このデータから見

ると、女性が正規で働き続けられる施策が求められていると思うんですよね。 

 町はいろいろな面で子育てとか教育についていろんな施策を進めていますけど、今以上に

保育環境の整備とか教育環境などの整備、その施策を進めていってほしいと思います。いか

がでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 最後のほうは保育環境、教育環境の整備によって、先ほど町でありましたように、各企業

が女性を長く雇用して、女性の持っている能力を職場で発揮していただくという政策になっ

て、町としてできることは、先ほど言われたように、そういう女性への支援としては、保育

環境の面からの支援ということで、直接的な雇用はございませんので、そういう部分につい

てはまた今後も取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 では、次の項目に移ります。 

 「生理の貧困」ということが話題になったときに、早々にある方からお電話をいただきま

した。私自身、女性でありながら、生理で困っている人がいるということに全く考えが及ば

なかった。スコットランド議会では３年も前から学生への無償配付を始めている。ほかの国

でも女性に対しての無償配付とか非課税、イギリスとかでは課税をしないというような取組

もしている。日本でもぜひこの問題について対策を講じていってほしい。また、広川でもで

きることがあるのではないかという御意見でした。 

 町は早速、先ほども申しましたように、赤十字社の寄附金を基に対応をしました。そのこ

とをほかの方にも知らせますと、多くの方から、広川町すごいね、やってくれたねと喜びの

声をたくさん聞いております。また、町が頑張ってくれているなら自分たちも何かできない

だろうかというふうに考えられて、中学生250人一人一人に生理用品をプレゼントした団体

もございます。 

 経済的理由によって生理用品が買えないとか交換回数を控える、代用品で対応するなど、

５人に１人が生理中の対応に困った経験を持っているというアンケート結果もあります。28

日周期で５日間の生理期間と考えると、35年から40年間の生理期間と言われますので、一生

では450千円から600千円の費用の負担があると言われます。私自身、えっと、本当に考えが

至らなかったところです。 

 また、生理用品だけではなくて、生理中は、心の面でもですが、身体的な面でも不安定に
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なったり痛みが伴ったりして、低用量のピルや鎮痛剤の服用をしているという方もかなりあ

ります。この経済的負担についてはどのように考えますか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今、学校、小・中学生に対しての御質問だと思いますけれども、経済的負担に関しまして

は、生活困窮世帯につきましては就学援助制度を実施しております。そういった中で、生理

用品というのはその中には入っておりません。特にそういったことの要望なりが教育委員会

のほうに入っておりませんでしたので、生活困窮世帯の方については行っておりませんけれ

ども、今回、先ほど教育長答弁でありましたように、小・中学生の生理用品につきましては、

日本赤十字社のほうから頂いたものを配付しておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 潜在的にというか、根本的というか、何か生理は恥ずかしいとかいう意識が本当に強いも

のがあります。ですので、学校に用意をしたけれども、まだ全然８月の時点では受け取りは

ないんだというふうに言われましたけれども、生理だからといって、それをもらいに行くと

いうことにもすごく抵抗があるんですよね。しかし、さっきも言ったように、本当に生理中

は生理の対応だけでも大変ですし、心の面でも体の面でも様々な困難が伴います。それを

じっと我慢して受け入れているというのが現状ではないでしょうか。 

 だから、現状ではあんまりそういう声が上がっていないということではありますが、潜在

的にそういう要求は経済的な面でも大きいのではないかと考えますが、いかがですか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 先ほど教育長答弁にありましたように、８月に学校のほうに設置をしておりますけれども、

その中で、準要保護世帯の方につきましてはそういった通知を入れておりましたが、今現在

ではまだ保健室のほうにもらいに来ている児童・生徒はない、ゼロということで受けており

ます。これについて、周知方法がよかったのかどうかというのも考えなければいけないこと

だと思っておりますし、今、議員が言われますように、確かに保健室にもらいに行くこと自

体が恥ずかしいとか、そういった抵抗とかがあったのではないかということは今後検討する

必要があるかと思いますので、これについては、先ほど教育長答弁にありましたように、学

校とまた協議をしまして、設置の仕方とか、そういったところも協議していきたいと思って

おります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 この問題は、コロナをきっかけに経済的理由で生理用品が買えないという潜在的な問題が
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浮き彫りになったというふうに考えています。しかし、この問題は、ただ経済的な理由に

よって買えないという問題だけではなくて、学習権の保障であるとか、女性の健康や尊厳、

人権の尊重、ジェンダー平等の視点から考えるべき問題であると考えています。 

 例えば、生理で学校を遅刻したとか学校を休んだことがあるという人は49％というデータ

もございます。生理で衣服を汚してしまうかもしれないとか、生理用品が十分にない、失敗

するかもしれないと、学校に行けないとか遅刻するとか、そういう実態はございますでしょ

うか。つかんでありますか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 特に学校のほうからは報告は受けておりませんので、そういった実態はつかんでおりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 最初にも申しましたように、この問題について、経済的な負担とかいろんな体の不調とか、

そういうことについてみんなで話し合うとか、それをどうにかしてほしいというか、支援の

体制はないのだろうかという視点が今までは全く日本にはなかったと思うんですよね。だけ

ど、このコロナでそれが本当に可視化されて、各自治体でも急速に生理に対する対応が広

がっています。2011年、今年５月では39都道府県255自治体だったものが、７月には47都道

府県581自治体というふうに広がってきています。 

 支援の仕方は様々ですけれども、全女性を対象として公共施設で配付するとかいうやり方

もあります。隣の久留米市のほうでもそういうのをしているそうですけれども、さっきの保

健室の状態と一緒ですよね。自分がそこに取りに行くというののハードルがなかなか高いと

いうのを担当の方もおっしゃっている。配付場所にもらいに行くことに抵抗があるようだと

いう声も聞かれています。 

 広川町も保健室には必要な折にはもちろん常備しているわけですけれども、こういう状況

を考えると、トイレに常備するということが子供たちにとっても、女性の方にとっても一番

使いやすいことではないかなと思うんですけど、この件については学校と協議してというお

答えでしたが、どうでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今、学校のトイレに設置したらどうかという話をされましたけれども、学校のトイレに設

置した場合の課題が幾つか考えられます。１つは、小学校のトイレに設置した場合、低学年

も高学年も同じトイレを利用しますので、低学年についてがそういった生理用品についての

理解をまだしていないというようなこと。それと、トイレには現在置く場所がございません

ので、下に置いた場合、衛生上よくないのではないか。また、全部のトイレに設置するとな

りますと、その補充等の生理用品の管理等も大変だということ。それと、生理用品を本人だ
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けやなくて、多数持ち帰って、必要ないものまで持ち帰るような児童・生徒もいるんじゃな

いかということで、そういったところが懸念されている課題であるかと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 何人かですけど、広川中の生徒さんに尋ねてみました。急に生理が始まったときなど、保

健室に行くということも困難、個室にぜひ生理用品を置いてほしい、本当にそれができれば

助かる。あと、保健室に行っても、そこには男子生徒がいるので、なかなか言いにくいんだ

という意見もありました。保健室に行って、養護の先生に打ち明けて、それをもらうわけで

すけれども、先生に打ち明けるということも本当に恥ずかしいという意見もございます。あ

と、休憩時間に保健室まで行って対応するのは時間的に窮屈だとか、もう一個は、自分が生

理用品を持ってきているので、自分のかばんの中からそれを取り出して、ポケットにこそっ

と入れてトイレに行くわけですけど、それを他人に見られているんじゃないかというので恥

ずかしい。だけん、恥ずかしいことじゃないんだよと言っても恥ずかしいというのが現状な

ので、ここのところは本当に配慮をしなければいけないんではないかなと思います。こうい

うふうなことを考えると、やっぱりトイレの個室に設置してほしい、トイレにあると助かる、

うれしい、利用しやすいという意見が多かったです。 

 あと、さっきいろんな問題点を挙げられましたけど、確かにそういう問題はあると思いま

す。実際の置場所についても、生徒さんたちから意見が出ています。タンクの上はどうだろ

うかとか、壁にフックをつけて袋をぶら下げたらいいんじゃないかとか。確かにいたずらさ

れるとか、本人以外が持ち帰るという意見もありましたけど、いたずらされるというのであ

れば指導してほしいという意見もございます。あと、トイレから持ち帰るという子がいても、

それは必要だから持ち帰っているわけですから、それが全部いけない、問題であるというふ

うには私は思わないんですよね。 

○議長（野村泰也） 

 江藤議員、ちょっと議長からよろしいですか。 

○５番（江藤美代子）続 

 はい。 

○議長（野村泰也） 

 発言の制限を全協のときに設けておりました。今質問されておることは、先ほどからの内

容が教育委員会にも伝わっておると思いますので、コロナ禍の中ですので、時短に協力をお

願いいたします。 

○５番（江藤美代子）続 

 はい。 

 いろんな問題点はあると思うんですけど、小学校では対応が難しいということであれば、

まずは中学校から始めてみるとか、あと、個室に５個ずつ置いて１日に２回見回りをしてい

るという学校がありましたけど、それは先生がすると負担になるので、委員会活動などで子

供たちを通してやっていけることではないかなと思います。 

 公共施設についてもいろいろございますけれども、例えば「いこっと」など、１か所から
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でもまずはやってみてほしい。その中からいろんな問題点が出てくると思いますので、改善

を重ねていってほしいと思いますが、いかがですか。 

○議長（野村泰也） 

 副町長。 

○副町長（飯田潤一郎） 

 先ほど教育委員会のほうから、現在、保健室にもらいに来るという方式を取って実績がな

かったということから、各学校で検討される、その検討を踏まえて、そういう経験を踏まえ

たところで、広川町のほかの公共施設に設置するのかどうかは検討したいと思いますが、実

は公園のトイレなんですけど、トイレットペーパーをめぐって苦い経験がいっぱいあるんで

すね。警察にも届けたようなことがございまして、そこに何かを置くということになります

と、そういう問題がやっぱり脳裏に浮かぶんですね。トイレットペーパーをめぐって大変な

思いをしたわけです。そこに生理用品を置くということなので、さらにそういった問題とか

心配が起きはせんだろうかと。 

 ですから、小・中学校というある程度管理された施設、さらには社会福祉協議会の管理す

るはなやぎの里、そういうところで現在試行錯誤しているという状況ですので、それを見た

上で判断をしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 確かにトイレの使用だけでもいろんな問題があるというのは承知しておりますけれども、

問題があるからまるっきり取り組まないということではなく、しっかり管理できるところと

いう点に絞って、そこからスタートするでもいいので、ぜひしてほしいなと思います。 

 また、財源の面でも、地域女性活躍推進交付金とか地方創生臨時交付金、新型コロナウイ

ルス感染症対策などを使ってやるという例も挙げられております。また、トイレットペー

パーの予算で取り組んでいるというのもありました。特に、10代の子供たちが生理中も安心

して学校に通えるように、トイレ個室に生理用品を配付、配備していくよう検討を重ねて

いってほしいと思います。 

 あと、次の項目に移ります。 

 ＰＴＡに頼らず、町の予算で運営することが本来の在り方だというふうに思います。町の

ほうも予算要求を積み重ねて、補正なども組んで取り組んでいるということでありますが、

例えば、教具などは、単元の学習時間というのが年間カリキュラムで決まっていますので、

年度内にそろえばいいというものではありません。また、ＩＣＴを進めるために機器はどん

どん進化しまして、５年で使えなくなるものもあると聞いています。コロナ対策についても

試行錯誤の中ですが、そんな中で予算要求しても、なかなか購入できないなどの実態がある

とお聞きしています。 

 例えば、新型コロナウイルス感染拡大防止などとして66千円の支出をしている学校があり

ます。これはカメラ式の体温計というものでした。また、プロジェクター、投影用の大型テ

レビ100千円弱、ウェブカメラ購入150千円弱というのもありますけれども、これは予算要求

とか補正で上がらないからＰＴＡにということになっているのではないでしょうか。 

○議長（野村泰也） 
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 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 昨年度からのコロナウイルス感染対策の備品等につきましては、町のほうのコロナ交付金

事業がありまして、学校のほうに要望書を回しまして、学校から要望が上がったものを教育

委員会のほうで集約して購入をしております。それで、必要な学校については要望を当然さ

れておりますので、そこでされてあるかと思いますけれども、今回、ＰＴＡのほうから支出

をされてあるということで、確かに私も確認したところ、今言われたようなものは決算書の

中には入っておりました。ただ、これにつきましては、先ほど教育長の答弁にありましたよ

うに、あくまでもＰＴＡの団体として、子供たち、あるいは学校、先生方への支援をするた

めにＰＴＡ独自で考えられて支出をされたものだと考えておりますので、特に学校から要望

したものとは思っておりませんので、そういうことだと思います。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 学校からＰＴＡのほうにお願いをして買ってもらっているわけではないということではあ

ります。それから、ＰＴＡが独自で判断をして予算執行しているわけですので、会計報告も

なさって問題ないとも言えるというのを私も先ほど申しましたけど、公教育である学校の、

それこそ金額が大きいですから備品とかですよね。そういうものをＰＴＡで負担していると

いう現状はどうなんでしょうか。 

 また、安全のためという支出もあります。運動場の砂とか、運動場と校舎の間に砂利の広

場があって、そこを子供たちが通るのに安全マットというのを敷いてあったりします。先ほ

ど教育長も安全・安心、楽しい学校づくりというふうに言われましたけれども、こういうふ

うなものは基本的に町が負担すべきものですよね。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 学校で使用する物品については基本的には学校だと思いますけど、もしかしたら中に

はＰＴＡの事業として取り組むようなものもあるかも分かりませんので、その辺については

調べないと一概に分かりませんけれども、今おっしゃるように、急に必要になった場合、そ

ういったものにつきましては学校から補正予算が上がっております。ただ、補正予算でも、

この議会が４回ですので、それに間に合わないような場合もありますし、どうしても緊急に

必要な場合も中にはありますので、そういった場合は予算を流用という形で購入等はしてお

ります。あくまでも学校からの予算要求に基づいたものでないと購入しておりませんし、そ

の辺については特に教育委員会のほうには要望はあっておりませんので、もし必要以外の分

を買ってあるということであれば、もう一回学校のほうには確認したいと思います。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 ということは、学校のほうで必要なものが予算外で出たときは、教育委員会に要求をする
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ということがあまりないということですか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 いや、急に必要になった場合は教育委員会にまず連絡があります。それがどうしても緊急

で必要な場合であれば、予算の流用、もともと買うようには予定していなかったけれども、

違う予算から流用をかけて購入することもありますけれども、次の補正予算の時期までに購

入する余裕があれば、次の補正予算で要求して購入しているというような状況です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 つまり補正予算を組むとか、そうでない場合には流用をして対応するようにしているけれ

ども、学校のほうから先ほどから述べているような項目についての要望は上がっていないと

いうことでいいですね。 

 あともう一つ、ＰＴＡ会計の中から国・算・社・理の学習プリントという項目で補助をし

ているというのがあります。これは就学援助を受けている世帯では援助費として支給される

ものですので、ＰＴＡを通しての負担ですけど、就学援助を受けている方の個人負担はおか

しいのではないかというふうに考えます。 

 また、先ほどから言われているように、これが欲しいというときに教育委員会のほうに要

望する、町のほうに要望しないでＰＴＡのほうに頼っているという学校の姿勢について、教

育委員会は指導すべきなのではないですか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今言われたように、町の予算で確保するようには言っております。私的には、先ほど言い

ましたように、ＰＴＡからの善意等でされているものと理解しておりますけれども、今言わ

れたように、ＰＴＡのほうに要求していないかというのは一度学校のほうには確認したいと

思いますけれども、そういうことであれば、町の予算を活用するように指導したいと思って

おります。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 校友会というのもありますと先ほど言いましたけど、例えば、電波時計とか、ＣＤのデッ

キとか、ストップウォッチとか、ホイッスルとか、細かなものもあるんですね。ビデオケー

ブルとか、来入児への郵送代とか、何か消耗品として配当しているものから対応できるので

はないんだろうかというものもありますけど、そこら辺はなかなか難しいんだという現場の

声をお聞きしましたけど、どうですか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 
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 来入児の消耗品等についても、町のほうで消耗品等は一定の確保はしていますので、そう

いった中で対応はできるとは思うんですけれども、その辺、学校のほうにも一度確認してみ

ます。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 ぜひ学校のほうともしっかり連携をして話し合って、学校教育の予算の中でそういう購入

ができるようにしていただきたい。年間でいうと、四、五千円の負担になっているんですよ

ね、校友会とＰＴＡ会費。義務教育無償の原則というのがございます。ＰＴＡ活動にお金を

払うというのは、先ほどから申しましたように、もちろんそれは当然だと思いますが、父母

が負担して公教育にお金を出しているということがあるのは義務教育無償の原則に反してい

るのではないかというふうに考えます。 

 ＩＣＴも進んでいますので、ぜひ学校予算についても増額、あるいは緊急な対応のときに

は補正を組む、それから、消耗品の使い方についても幅を持たせるなどを検討していただき

たいのと、学校側だけではなくて、ＰＴＡとも話し合いながら、学校がＰＴＡ会費や校友会

に頼らないように改善していってほしいと思います。いかがですか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 先ほども回答していますように、学校予算につきましては町のほうで組んでおりますが、

この予算もきちきちで組んでいるわけじゃなくて、ある程度余裕を持って、幅を持って組ん

でおります。消耗品についても、明確に一つ一つと出ないものもありますから、急に必要な

ものもありますので、ある程度余裕があるところでは組んでいるんですよね。だから、そう

いった中で使うように、学校のほうにまたもう一度確認をして指導したいと思います。 

 以上です。（「ＰＴＡのほうとはどうですか」と呼ぶ者あり） 

 ＰＴＡを指導するかどうかということですか。先ほど説明しておりますように、ＰＴＡは

任意団体の組織でありますので、教育委員会のほうからこれを学校のほうに使わせないでく

れとか、そういったことはできないと思います。あくまでもＰＴＡはＰＴＡとしての考えで、

そういったものを支出されているんだと思いますので、そちらはできないと思います。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ５番江藤美代子君。 

○５番（江藤美代子） 

 では、学校としっかり話し合って、ＰＴＡ会費や校友会に頼らない学校運営というものを

進めていってほしいと思います。 

 最後に、学校給食の公会計化についてですが、柳川市は進めているということでした。こ

の状況は、確かに2019年１月に中央教育審議会はそういう答申を出していますけれども、透

明性の向上とか公平性の確保、安定的な実施ということで、年間190時間ぐらいの業務が必

要だというデータもありましたので、そういう面から教職員の負担軽減という点からの答申

だと思います。 
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 福岡県内を見てみますと、16.1％が導入をしていて、準備中が27.4％、今のところ予定は

ないというのが56％で、まだ半々の状況ですけれども、今後この流れは強くなるのではない

かというふうに思っております。 

 先ほど言っていただきましたけれども、この件についてもぜひ検討を始めていってほしい。

結局、190時間で、町の負担が増えていくというふうに言われますけど、それは現在は学校

が負担している業務なんですよね。だから、学校の業務を軽くするためにそういう方針で

やってほしいということですので、そこら辺はぜひお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 次に、12番野田成幸君の登壇を求めます。 

○12番（野田成幸） 

 12番の野田です。私は質問通告しておりました下広川小学校学校施設の将来像についてと

通学路の安全確保について質問をいたします。 

 ７月に千葉県八街市で下校途中の小学生の列にトラックが突っ込み、小学３年生と２年生

の男子児童２人が亡くなり、５人の死傷者を出すという大変痛ましい事故が起きました。犠

牲になられた方の御冥福をお祈りし、心からお悔やみを申し上げます。 

 この事故を受けて、国は危険な箇所を抽出し、安全対策を講じるため、全国の通学路の点

検を行うことを決め、それを受けて、文部科学省、国土交通省、警察庁は対応を検討し、全

国１万9,000校余りの公立小学校の通学路を対象に点検を行うことを決めました。全国の教

育委員会などへの通知では、点検では、今回の事故を鑑みて見通しのよい道路や幹線道路の

抜け道になっている道路など、車のスピードが上がりやすい場所、過去に事故に至らなくて

も危うい事例があった場所、保護者や地域住民から改善要望があった場所など、危険な箇所

を抽出して取りまとめるように求めています。通知では、今年９月中をめどに点検の実施と

危険な箇所の把握を進め、10月中をめどに市町村の教育委員会や学校が、ＰＴＡの協力や警

察の助言を得て、対策案を作成するように求めています。 

 広川町におきましても、県道三瀦上陽線の歩道設置が少しずつ進んでおりますが、広川中

学校、下広川小学校、中広川小学校、上広川小学校と、全部この県道三瀦上陽線を通ってお

ります。こういう状況で、たくさんの危険箇所が残っております。教育長は危険な箇所を把

握し、早急に文部科学省、国土交通省、警察署に報告をしていただきたいということで質問

をいたします。 

 あとは自席でやらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 野田議員、プールんとを言うとらんよ。 

○12番（野田成幸）続 

 その関連があって、下広川小学校の運動場とプールも関連をしておりますので、一緒に質

問を上げております。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（冨山拓二郎） 

 ただいまの御質問につきましてお答えいたします。 
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 下広川小学校のプールは昭和46年に建設され、今年度で50年を迎えます。老朽化著しく、

至るところに破損も見受けられることから、新しいプールを要望する声も耳にしますが、以

前、議会の中で小・中学校のプールについての質問があり、その後、検討を行っております。

現在のようにそれぞれの学校にプールを設置するのではなく、共同で利用できる統合したも

のなどが合理的だと判断しております。 

 続いて、屋外運動場の整備計画についてです。 

 時期は未定ですが、現在、智徳交差点の改良工事の要望をしております。早急な運動場の

整備が求められていることは重々承知しておりますが、交差点のほか、旧下広川小学校の学

童保育所跡地、熊野神社参道、そして、下広川小学校屋外運動場など、これら全てを一体的

に捉えた整備が最も効率的と考えておりますので、そのときが来ましたら庁内各課と連携し、

スピード感を持って進めてまいります。 

 次に、通学路の安全確保についてでございます。 

 千葉県八街市での痛ましい事故を私もニュース等で見て、大変残念に思っております。 

 文部科学省より通学路における合同点検の実施について通達があっており、国土交通省及

び警察庁からも関係機関に対して同様に通知されているようです。 

 広川町では、小・中学校における通学路の安全確保に向けた取組を行うため、広川町通学

路安全推進会議を設置しております。道路を管理する国、県、町及び八女警察署交通課など、

関係機関の担当者に出席いただき、毎年、危険箇所の改善のための検討を行っております。 

 今年度につきましては、各小・中学校において既にＰＴＡとの協議により洗い出した危険

箇所の一覧の提出をいただいております。それですので、関係機関と日程調整を今行ってお

りますので、早急に広川町通学路安全推進会議での合同点検を早期に実施し、併せて安全対

策の検討を行ってまいります。 

 以上で、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 12番野田成幸君。 

○12番（野田成幸） 

 すばらしい回答をいただきまして、ありがとうございます。 

 なぜ今度私が質問したかと申しますと、三瀦上陽線の歩道設置は広川町の議員になりまし

てずっと私は質問してまいっております。町の努力もありまして、歩道設置は進んでおりま

す。 

 運動場とプールを重ねて質問をしているのは、今度、８月に当条の案件でありました、長

年、判を押してもらえなかったところがこの八街の学校のことを言っていただいて、売買契

約を８月にしていただいたそうです。そういうことで、智徳交差点、当条の県道の歩道が進

んでいくと思っておりますので、今、教育長が申されたように、全体の考えがあるというこ

とで、それが計画の中にまだ入っていないと。今度はそういうことがあるので、ぜひ学校側

から今言われた運動場、プールとトイレも、池尻議員も長年、屋外のトイレも言われていま

した。それと、プールからの排水も今あまりよくないと。プールからというか、全体の排水

ですね、それも今言われておりますので、小学校としては緊急な今の状態になっております。

だから、これを機会に、今言われた全体的なことを全部終わらかすということで、教育長、

教育委員会のほうからの強い後押しというか、それが欲しかったから一般質問しております。 
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 よろしくお願いしたいのと、ちょっとお尋ねは、プールは町民プールというのが出てくる

と思いますけど、今、財政の順番からするとどのくらいになるか分からないので、取りあえ

ず下広川小学校のプールを崩していただけるなら、今まで検討されていると聞いていますけ

ど、プールがなくなるなら、下広川小学校の児童を民間のスイミングスクールにやっていく

という考え方は、何か以前、教育委員会では検討されたことがあるということなんですけど、

今から先、どんなふうな考え方を持ってあるか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 まず、下広川小学校のプールは昭和46年に建っておりまして、ここにつきましては裏が山

となっておりまして、ハザードマップの警戒区域となっております。ただ、今すぐプールが

使用できなくなるということではないので、時期的には早いほうがいいと思いますけれども、

すぐにというところでは考えておりません。 

 ただ、今後、プールの設置につきましては、先ほど教育長の答弁にありましたように、今、

町内に統合したプールを造った場合について検討しましたところ、やはり一年中使えるよう

なプールであれば温水ですとか、それに係るインストラクターの人件費、また、小・中学生

が通う場合のバス代等、いろいろな経費がかかりますし、また、年間の維持費等もかかって

くるかと思います。ちょっとその辺の金額についてはまだ算出はできておりませんけれども、

そちらについては今のところ具体的な計画はないということで教育長が答弁されました。 

 あと、議員がおっしゃるように、町営じゃなくて民間のプールですね、そういったものを

活用して、そちらのほうに委託して授業をするというような学校も近年は管内でも幾つかあ

るようです。ただ、そうなってくると、学校から近い場所ですと、その辺の移動時間につい

ても短くて済みますけれども、遠く離れてきますと、やはり授業のこま数とかもありますか

ら、そういったところまで使うことになりますので、今後はそういったところも視野に入れ

て検討する必要があると考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 12番野田成幸君。 

○12番（野田成幸） 

 私は下広川小学校で試験的に民間プールのほうにしていただいて、学校の先生たちも民間

の指導者に任せられるので、働き方改革にもなると、視察に行ったときにいろいろ教えてい

ただきました。 

 そういう学校の勉強をしていただいて考えていただきたいというか、そういうふうにして

いただきたいなと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今、議員おっしゃるように、民間プールを活用して行いますと、確かに今、学校でプール

の授業を教えている先生の負担も少なくなりますので、働き方改革にもつながるかと思いま

す。 
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 先ほど私が言いましたように、学校から離れていますと、授業時数等もありますので、今

後そういったところも視野に入れて検討したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 12番野田成幸君。 

○12番（野田成幸） 

 取りあえず運動場とプール、先ほど言われました学童保育の跡とか、智徳のお宮の参道と

か鳥居とか、いろんな問題が解決していかなければなりませんので、ぜひ今度の町のほうか

らもお願いをしていただいております県道の智徳交差点やら何やらも進んでいくと思います

ので、教育長側も学校側もそれを踏まえて、町のほうに強力に進めていただきたいという計

画をぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それだけ意見を聞かせ

てください。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 まだ計画はされていないそうですけれども、智徳交差点の道路改良工事があるということ

ですけれども、この工事につきましては建設課から県のほうに要望をしております。工事は

県が行われますので、工事が実際いつ頃行われるのかというのは分かりませんけれども、そ

ういった中で、先ほど言いました広川町通学路安全推進会議というのも近々開催する予定で

ありますので、そういったところも含めたところで早急にしていただくような要望はしたい

と考えます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 12番野田成幸君。 

○12番（野田成幸） 

 町のほうもしっかり県道三瀦上陽線の歩道はやっていただいております。議員としても県

のほうに頑張って申込みをしておりますので、よろしくお願いいたしまして、質問を終わら

せていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩いたします。 

午前11時59分 休憩 

午後０時57分 再開 

○議長（野村泰也） 

 時間前ではありますが、全員おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１番山下茂君の登壇を求めます。 

○１番（山下 茂） 

 １番議員の山下茂です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 質問通告どおり、学校現場の働き方改革と、空き家対策についてお伺いいたします。 

 ここ数年、新聞等でも言われているとおり、学校の教員不足は深刻です。特に、小学校の

教員不足は解決の糸口さえ見つかりません。ちまたではブラック企業のように言われ、教員
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を志望する学生も少なくなっています。 

 教員の事務負担を軽減し、生徒と向き合える時間をつくる施策として、２学期制の導入が

あります。広川町でも２学期制を導入予定だそうですが、メリットやデメリット、注意点な

どについてお伺いいたします。 

 ２点目は、昨年行われました国勢調査の速報値を見てみますと、５年前と比べまして世帯

数は442件増加しているのに対しまして、人口は195名の減少となっております。家が増えて、

人が減れば、必ず空き家問題が出てくると考えられます。今後の町の考えと対策についてお

伺いいたします。 

 あとは質問席にてお伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（冨山拓二郎） 

 まず、学校現場の働き方改革についてです。御回答いたします。 

 学校現場の働き方改革についての１つ目の教員の採用状況についての御質問にお答えいた

します。 

 今年度の町内の新規採用教員は６人です。現在の町内小・中学校全体の教員数については

135人で、そのうち正規職員が85人。正規職員が不足する場合、定数欠の講師が配置されま

すが、定数欠講師は18人が配置され、当町においては定数を満たしております。また、この

ほかに初任研代替や育休代替職員として講師が各学校に配置されています。そのほか、町雇

用の教員として非常勤講師を配置しております。 

 次に、南筑後教育事務所管内の２学期制導入の状況につきましては、八女市、柳川市、大

木町が２学期制を導入されております。 

 以上、お答えいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 空き家対策についてでございます。 

 近年、人口減少社会を迎え、空き家が増加傾向にあります。空き家は適切な管理がなされ

ないまま放置されると、防災、防犯、環境、景観の阻害など多岐にわたる問題が生じ、地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。 

 町では平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく広川町空家等対策計画を

策定し、適切管理や対策を総合的に対応しております。 

 また、移住後の住まいとして空き家の情報提供を行っています。これまで売買・賃貸希望

の空き家情報を収集して台帳を整備し、役場及び移住相談センターで情報提供を行ってきま

したが、問合せが増えてきていることから、今月末には町ホームページ内に空き家バンクを

開設し、いつでもどこでも空き家の情報を得ることができる体制を整えているところです。

あわせて、空き家バンクへの登録件数を増やし、利活用を進めるために、売買、賃貸に関す

る相談体制の充実とともに、チラシ等での呼びかけや、行政区の協力を得て、空き家の掘り

起こしに努めてまいります。 

 ほかに、移住者に対する支援としましては、上広川校区において住宅ローンを利用して空
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き家の購入、リフォームを行う場合に、住宅ローンの利子補填を行っています。 

 家屋が老朽化する前に利活用につながるよう、これらの取組を一体的に進めてまいります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。 

 まずは教員の働き方改革についてお伺いします。午前中の池尻議員の質問と重なるところ

もありますが、よろしくお願いいたします。 

 先ほど教員の採用状況についてお伺いしました。この中で、臨時免許状を申請して採用さ

れた先生は何名ぐらいいらっしゃいますか、お伺いしてよろしいでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 現在、臨時免許を取得している教員につきましては14名がおります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 今の説明のとおり、なかなか学校の教師不足は大変だということでございます。またその

中でも、学校の現場はベテランの教員が減少していまして、若手の教員が増えている状況で

もございます。経験の若い教員が増えているような状況を、先ほど言われた講師、新人の先

生や臨免の先生方で補っている状況でございます。その中で、なおかつこういうコロナの状

況がやってきて、非常に大変な状況だと思います。今日も広川町は短縮授業が行われて、

ちょうど今頃給食を食べて、そろそろ帰る時間じゃないかなと思います。 

 江藤議員のときの説明でも教育長のほうからありましたが、キャリア教育ですね、こうい

うものも密回避のためになかなかできない状況であったり、部活動、そういう学校の行事で

すね、こういうものをなかなか制限されていて、集団活動など、生きる力の育成の授業など

にも弊害が起きているような状況だと思います。 

 また、子供たちの家庭環境の変化、自由に遊べなかったりとか、そういうことでストレス

感のある子供たちも増えているのではないかなと思いますが、現在の不登校や不登校ぎみの

児童・生徒への対応についてお伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今御質問の不登校や不登校ぎみの子供への対応はということですけれども、まず、不登校

ぎみの子供に対してはスクールカウンセラーによるカウンセリングを行っております。その

ほか、学校に来れない子供につきましては、学級担任や、スクールソーシャルワーカーを配

置しておりますので、そちらのほうで家庭訪問を実施しております。また、学校には来れて

も教室に入れないような子供がおりますので、そういった子供に対しては保健室や自主学習
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室への登校を促しております。 

 また、学校に来れない子供につきましては、八女市にあります適応指導教室「あしたば」

ですとか、久留米市にも「らるご久留米」という施設がありますが、そちらのほうへの通級、

そちらに行くと登校ということに認められますので、そういった通級教室を勧めておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 いろいろ対策のほうを取ってもらってありがたいと思います。 

 コロナでフェーズが変わったとか時代が変わったと言われますが、子供たちの環境のほう

も変わっていけば、今までと違う問題が出てきて、新しい対処方法が必要になってくるので

はと思います。例えば、家庭教育の在り方とか、教育研究所の意義、もしくは社会教育と学

校の関わり方など、多方面からの対策が必要だと感じております。 

 今回、２学期制を導入されてあるのがその一つではないかなと思いますけど、広川町での

２学期制の導入の理由を教えていただけませんか、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今回、２学期制の導入、詳しいところはまた全員協議会の中でお話ししたいと思いますけ

れども、メリットとしましては、始業式、終業式の回数が減りますので、授業数の確保とい

うのがまず１番にあります。最近は大雨、台風等の災害による休校、また、コロナウイルス

による授業時数の減少とか、そういったもので授業時数の確保が必要になってきますので、

そういったことにつながること、それと、夏休みや冬休みの大型の休みの前に通知表作成が

不要になりますので、その時間で子供へのきめ細やかな指導ができるということで、教師の

働き方改革にもなるかと思っております。始業式等の式典や通知表の作成が削減されること

で、教師は時間のゆとりができますので、そういったところでの働き方改革ということで、

大きくすれば２つの点が考えられますので、導入を行っております。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 先ほどの説明で柳川市のほうが導入されたということでしたが、一昨年ですかね、コロナ

のために臨時的に導入されて、今年から本格導入ということでされてあると思います。その

間に教師や保護者の説明とかもアンケートとかを取られたと聞いております。 

 広川町では来年度から本格導入を考えてありますか、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 広川町においては一応来年度から予定をしておりますけれども、来年度は試行的に実施し

まして、再来年度から本格的に実施しようと考えておるところです。 
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 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。 

 2002年から完全週休２日制になりまして、授業数の削減に加えて、英語や道徳といった新

しい科目が増えてきたことにより、学校の負担も増えてきております。授業数を確保するこ

とは非常にメリットが多いと考えておりますが、２学期制の導入に当たりまして、保護者の

理解、説明が不可欠だと思います。特に、高校受験を控えた中学生の保護者の方の理解が必

要になってくると思いますが、学校の対応とか説明の方法とかはどう考えてあるか、教えて

もらってよろしいですか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 先ほど御説明しましたように、２学期制になるとメリットもありますけれども、幾つかの

デメリットも考えられます。まずは、通知表が年２回になり、評価の回数が減りますので、

保護者としては自分の子供の成績等の評価が減りますので、その辺の不安感、それと、中学

３年生につきましては、進路の選択に当たりまして調査票や成績に対するものですね、そう

いった内容についての保護者の不安感というのもございます。 

 それで、対応としましては、現在、学校のほうでフクトのテストを年に何回か行っており

ますけれども、テストの後に保護者面談を行いまして、保護者へ子供さんの課題の説明です

とか生活状況等々を詳しく伝えることができます。そういった面談の中で保護者の方の不安

を解消できると考えております。 

 いずれにしても、こういった保護者への説明を十分行って納得していただきたいと考えて

おるところです。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。多分、このコロナの中、全国的に２学期制が増えるんじゃないか

なという思いもあります。スムーズに２学期制が導入できるよう、よろしくお願いしておき

ます。 

 それでは、空き家対策についてお伺いいたします。 

 現在、広川町の空き家の状況は町のほうで把握されていますか、お伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 ただいまの山下議員の質問でございますが、現在の空き家状況は全て把握いたしておりま

す。 

○議長（野村泰也） 
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 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。 

 それでは、空き家条例等、何か町のほうで考えていることはありますか、お伺いいたしま

す。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 ただいまの質問でございますが、町長の答弁にて回答していただいておりますが、平成27

年度に国が空家等対策の推進に関する特別措置法を制定いたしました。それに基づいて、町

としまして広川町空家等対策計画を策定し、適切な管理や対策等を総合的に対応しておりま

すので、空き家条例の制定は考えておりません。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。 

 いろいろ考えてありますし、今年度も10月より空き家バンクのほうが立ち上げられており

ます。福岡県のほうでも同じような空き家バンクがございますが、今回、広川町で行われる

やつは、広川町のほうに登録すれば県のほうにも同時登録できたりとか、内容的に同じもの

なのか、お伺いしてよろしいでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 現在、町の空き家バンクのほうの構築を行っておりますけれども、今回立ち上げます空き

家バンクにつきましては、県の空き家バンク、それから、宅建協会等との連携はできており

ません。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。もしできれば、連携とか説明とかそういうのも、登録される住民

の方がいらっしゃったらどうかなと思います。 

 それから、それ以外にも広川町の施策として空き家利活用アドバイザー派遣制度というも

のがございます。これはホームページのほうをちょっと見たんですけど、空き家利活用アド

バイザーということなんですけど、田んぼや山等は対象になるかということが１点と、あと、

広川町のアドバイザーのほうが不動産会社のみでした。多方面からの相談があると思います

ので、弁護士や司法書士、税理士、空き家対策の業者、そういういろんな知識のある方も入

れてはどうかと思いますが、考えのほうをお伺いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 
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 まず、１点目の田畑や山につきましては対象としておりません。空き家バンクに載せる対

象物件については、空き家の物件及びその敷地としております。ただ、敷地に隣接しますあ

る一定規模の農地につきましては、農業委員会のほうとも協議をいたしまして、バンクに載

せることは可能となっております。 

 空き家利活用アドバイザーの不動産業者以外に、弁護士、司法書士、税理士等の活用はと

いうことですけれども、今のところ不動産業者以外は考えておりません。 

 この空き家利活用アドバイザーにつきましては、空き家に対する、まず売買、それから賃

貸等の相談、それが耐え得るものなのかというようなことで、流通に乗るかというふうな判

断をしていただきますので、その部分については、ある一定の相続等に関しましては空き家

利活用アドバイザー、不動産業者の方でも簡単な相談、それからお答えはできるものと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 そうですね、不動産会社に言えば弁護士とか司法書士さんとかもつながりますし、幅広い

アドバイスのほうをお願いしたいと思います。 

 先ほどもちょっとホームページのほうを見たところということで言ったんですけど、結構

ホームページが、文書がこちらとなっていて、割と見にくく感じました。アイコンを使って

そちらのページに誘導するとか、分かりやすいイラスト、もしくは事例集とか、問題解決の

フローチャートやチラシとか、もう少し分かりやすいホームページができないかなと思いま

すが、そのあたりはどうでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 議員御指摘の部分につきましては、今後、見る方が分かりやすいような、言われるような

イラストや写真の使用、それから事例紹介など、目に留まりやすいといいますか、分かりや

すいチラシの作成に努めてまいりたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。 

 広川町でもいろんな施策が取られていると思いますが、ある調査によると、全国の空き家

の平均は平成30年度13.6％ということで、今後10年で倍近く、20％を超えるんじゃないかな

という予測もございます。その中で、一定数の空き家が出てくるのではないかなと心配して

おります。その中から放置空き家の問題が出てくると思いますが、広川町では空き家が発生

しないように抑制するような事業というか、そういうふうな考え方なんかはございますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 
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 空き家が発生しないように抑制するという直接的な部分については、まだ取組はやってお

りませんけれども、居住者、それから家族、親戚の間で事前にこういった話合いをしていた

だいておればいいかなと思っておりますので、これまで申しましたアドバイザー派遣制度を

利用して、今後のそういう部分についても相談ができるようになればと考えております。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。よろしくお願いしておきます。 

 空き家の管理業の方にちょっとお伺いしたら、独り暮らしの方が入院したり、老人ホーム

に入居される際が割と話合いがまとまりやすいということでした。民間でも、金融機関なん

かでも終活みたいなやつがございますし、広川町でもお盆頃に就職相談会なんかがあります

が、コロナが落ち着いたらそういう相談会とかを開催するような考え方とかはございますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 町のほうで相談会の開催は考えておりませんけれども、お盆とかお正月の、そういう御家

族の方が集まられる時期につきましては、広報等によりまして、こういう制度があることや

空き家バンクの紹介等をしていければと思っております。ちなみに、８月号の広報につきま

しては、空き家の特集ページを掲載したところでございます。 

○議長（野村泰也） 

 １番山下茂君。 

○１番（山下 茂） 

 ありがとうございます。いろいろ努力されておると思うんですが、町民の方になかなか伝

わらない部分もありますので、今後とも周知のほうにぜひ力を入れていってもらって、なる

べく空き家問題が起こらないような行政活動のほうをお願いしたいと思います。 

 これで質問を終わらせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 次に、３番竹下英治君の登壇を求めます。 

○３番（竹下英治） 

 ３月の定例会において、ウイグルに関する人権問題について質問させていただきました。

これがきっかけで、去る８月21日に在日ウイグル代表のモハメットさんという方と２時間ほ

ど会談する機会を得ました。その場で改めて──新疆ウイグル自治区におけるジェノサイド

なんですよね。それの凄惨さと、それと、我々地方議会に携わる者も、それぞれの立場にお

いてなんですけれども、これにさらなる関与が必要だということを認識を新たにした次第で

あります。 

 前の教育長に平和教育と人権教育の重要性について質問させていただいたときに、前教育

長から、それらは義務教育の根底にある基本だと。ただ、実施するに際しては、教える側、

それと教えを受ける側、それぞれの要因で非常に困難性も含んでいるといった回答がありま

した。 

 実は我々がどう関与するかという話については、例えば、意見書なんかの提出については、
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実は八女市と小郡市では今回、意見書の発議が検討されているという状況なんですけれども、

私は議会で意見書を出すよりは、やっぱり義務教育の中で、何とかこれについて教育の浸透

を図ることが重要だというふうに考えています。 

 前教育長の言葉どおり、確かに具体的にウイグルの問題等を教育することについては様々

な困難性があると思うんですけれども、少なくとも日本においては、こうして平和な環境に

おいて、ゆっくりと教育を受けられるということが世界においては当たり前ではないんだと

いうことを児童・生徒に身をもって感じてもらうような教育、これがやはり私は必要だと考

えています。そうすることによって、学習意欲も湧くだろうし、教育長が先ほど言われた豊

かな心も育まれるだろうし、結果、学力の向上に結びつくものと私は信じております。 

 今回、教育長には学校運営に係る御自身の基本方針について問わせていただいております

けれども、これについては池尻議員の質問のところの回答で、ほぼ理解しました。ただ、教

育長に併せて、学校運営の全てについて、これは教育長の責任だと、そういう御覚悟を持っ

た学校運営を指導していっていただければというふうに思います。 

 それとあと、教育長については、小規模特認校についての御回答を後でお願いしたいとい

うふうに思います。 

 本定例会においては、町長に対して３つほど。１つは、総合戦略の評価、なされた施策が

どういう効果をもたらして、次、どういう施策をやっていくのかという評価がどうなされて

いるかについて。 

 それと、町長の御挨拶の中でありましたけれども、現在の広川町の梯区第２組、これにつ

いてはまだ避難指示が出ておりますけれども、県営河川に係る、その整備についての県との

調整状況について。 

 最後に、上広川校区の過疎対策は、これを推進すべきという立場から質問させていただき

たいと思います。 

 コロナで端的にやれということなんですけれども、御回答のほうもそこら辺を配意してい

ただければと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（冨山拓二郎） 

 学校運営の基本方針につきましては、先ほど池尻議員に回答したとおりでございます。 

 次に、学校教育についての中の、広川町の学校教育の長所、短所をどう捉えているかにつ

いての御質問にお答えいたします。 

 当町の人口は約２万人と小規模であるため、大きな自治体と比べると非常に小回りが利き、

すぐに動けるなどの対応が取れることだと思っております。特に、小・中４校と学校数も限

られるために、教育委員会と学校との情報共有や意思の疎通がやりやすいことや、あるいは

小・中学校間の距離も遠くないため、学校同士の連絡や合同研修の実施など、連携が取りや

すい環境にあると考えています。 

 また、地域と学校の結びつきが強く、地域の方から学校への支援などの協力を得やすく、

現在も地域の多くの方々から学校への協力を得ております。登下校時の見守り活動や地域の

ゲストティーチャーによる子供たちへの様々な指導や、地域の人材を活用した歴史学習や

キャリア教育を行うため、中学校では職場体験学習や命の授業、小学校では郷土の人材を生
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かした歴史学習を行っております。 

 コミュニティ・スクールの取組としては、中学校での放課後学び道場を実施しており、学

習支援スタッフとして地域の方に協力いただいております。地域コミュニティの組織は町全

体でコミュニティ組織を設置し、各事業に取り組んでいます。この広川町コミュニティを組

織して様々な事業に取り組んだ結果、広川町教育力向上本部協議会が令和元年度に文部科学

大臣賞を受賞いたしました。 

 このほかにも学校内では、学習支援員、特別支援教育支援員、学力向上の講師などの人的

配置により、きめ細やかな教育の推進を行っております。また、広川町小中学校教科等研究

会や広川町生徒指導連絡協議会を設置し、学力向上や生徒指導面についての取組の強化を図

るなど、他の市町には見られない取組を行っております。 

 短所といたしましては、中学校は１校のため、学力面や体力面に関して他の学校と競い合

う力が育ちにくいことだと思われます。また、教職員に関しましては、人事異動が町内学校

間での異動となりますので、小学校は３校間の異動となり、中学校は１校であるため比較的

長く在籍する教職員がいることです。しかし、このことは、長期間広川町で勤務する教職員

が多いために町のことを熟知しており、よい意味で教育の安定に一役買っているという長所

でもございます。今後はこの長所の部分を生かし、短所についての改善できる部分は改善し

ていけるよう努力してまいりたいと思います。 

 次に、設置者の権限内において、比較的軽易・効果的に改善すべき施策はあるかの御質問

にお答えいたします。 

 比較的軽易・効果的に改善できる施策としては、小・中学校の２学期制の導入を考えてお

ります。 

 先ほど御質問にお答えした短所の一つである教職員の在籍年数が長いことにつきまして、

その解消になるかどうかは分かりませんが、現在、八女市や、そのほかの市町で２学期制を

実施しております。広川町も２学期制を導入することによりまして、八女市やそのほかの２

学期制導入の市町との人事交流がしやすくなるのではないかというふうに考えております。 

 なお、２学期制導入につきましては、９月７日の全員協議会の中で説明を予定していると

ころでございます。 

 続きまして、上広川校区の過疎対策、小規模特認校についてでございます。 

 教育委員会では、人口減少及び少子高齢化が進んでいる上広川校区において、通学区域外

に居住する児童を受け入れ、小規模校であることのよさを生かした教育の推進と地域の活性

化を目的に、令和２年度より小規模特認校制度を設けております。令和３年度は小学１・２

年生を対象に実施しており、来年度以降、１学年ずつ拡大していく予定ですが、現在、本制

度を利用して上広川小学校に通学している児童は２年生の１名のみです。 

 そこで、もっと多くの方に本制度を知ってもらい利用していただくために、このたび中広

川小学校及び下広川小学校の来年度入学児童と小学１・２年生の保護者を対象にアンケート

を実施いたしました。提出期限を明日９月３日までとしておりますので、今後そのアンケー

ト内容を精査し、利用者増に向け活用してまいりたいと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 
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○町長（渡邉元喜） 

 ただいまの質問のうち、まち・ひと・しごと創生総合戦略についてのお答えでございます。 

 第２期広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進につきましては、地方創生対策本部

を設置するとともに、各事業の担当者レベルでプロジェクトチームを構成して、各施策の立

案から全体の進捗管理、実績の評価等を行っております。さらに、大学教授や町内企業の役

員、金融機関の関係者など外部有識者で構成する広川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に

係る有識者懇談会を設け、各施策の進捗状況や実績評価に対し、幅広い視点からの御意見を

頂戴しております。外部の方からいただいた御意見につきましては、プロジェクトチームや

対策本部会議で共有することで、事業のさらなる改善や戦略の修正等につなげておりまして、

これら一連のＰＤＣＡサイクルを回すことによって、地方創生の実現に向けて努力している

ところです。 

 御質問の令和２年度の評価につきましても、同様のＰＤＣＡサイクルを回していく予定で

したが、新型コロナウイルス感染症の影響により、年度当初から緊急的な事業者支援、生活

者支援施策を優先する必要もあり、プロジェクトチーム会議すら開催できない時期もありま

した。 

 ただ、そのような中であっても、年間２回、有識者による懇談会を開催し、年度末には目

標の達成状況及び要因分析、今後の事業見直しの方針についての意見に加え、コロナ禍にお

ける住民生活の意識調査を基に行った総合戦略の一部改訂についての御意見もいただきまし

た。その結果は５月に開催したプロジェクトチーム会議で共有し、事業改善の検討材料とさ

せていただいております。 

 また、出生に関する今後の施策については、令和元年度の出生数は減少しているものの、

その要因分析をし切れていません。令和元年に実施した住民アンケートで明らかになった子

育て支援施策に対するニーズなどを基に、今後も事業展開を検討しております。 

 次に、防災危機管理についてでございますが、毎年のように発生する豪雨災害への対応の

ため、県に対して河川改修の整備促進の要望を行っております。県では久留米市界から智徳

橋までの区間について河川改修計画を作成されており、改修工事が進められております。河

川改修は下流域からの整備が基本であり、ようやく久留米区間の整備が終わったことから、

今後は広川区間について整備促進が図られます。今年度の本町区間での整備計画は、下流か

ら藤原橋までの護岸整備が進められると伺っております。 

 次に、河川内の井堰につきましては、流下の抵抗となる要因の一つと考えられるため、固

定井堰の統廃合や転倒ゲートへの改修要望を福岡県に継続して行っております。今年度、県

営河川長延川にある古賀井堰に対し、固定井堰から転倒ゲートへの改修に係る事業採択を受

けることができております。また、地域、水利権者との協議も進め、下流の３井堰について

も古賀井堰からの利水活用により廃止することで承諾をいただいており、この地域の長延川

からの溢水による被害が軽減できるものと思っております。今後も固定井堰の計画的な整備

要望を行い、住民の生活確保、また、農地の確保のため取り組んでまいります。 

 次に、上広川校区の過疎対策についてでございますが、町では人口が著しく減少している

地域の定住人口の確保を図り、町の均衡ある発展と豊かで活力に満ちた地域づくりを進めて

いくために、平成28年３月に広川町人口減少地域定住促進強化条例を制定し、本条例に基づ

き定住促進強化地域に指定した上広川校区に対し、住居面や学校教育面において支援策、活
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性化策を講じてまいりました。 

 住宅ローンの利子補填や水道管布設工事費の補助、浄化槽設置に対する上乗せ補助、住宅

解体費補助の要件緩和といった住宅取得に関する支援制度については、町外及び他校区から

の転入や若い世代の定住、新たな分譲地の開発につながり、一定の成果があったと評価して

います。 

 しかしながら、定住促進強化地域の基準としている直近25年間の人口比較を見ると、中広

川校区と下広川校区は条例制定時から幅は小さくなっているものの増加で推移しているのに

対して、上広川校区はさらに人口減少の幅が大きくなっています。このことから、町の均衡

ある発展のために、上広川校区における人口減少対策は継続して取り組む必要があると考え、

令和３年３月に本条例を３年延長し、各支援制度を引き続き実施しているところでございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 教育長の御回答は、ほぼほぼ理解いたしました。 

 ただ、ちょっと加えて質問させていただきたいんですが、登壇して私から申し上げたこと

なんですけれども、仕組みですよね。例えば、今日出た教科担任制であるとか２学期制、こ

れの改善というのも非常に大切なんですけれども、前教育長が言われたように、例えば、人

権教育とか、そういうふうないろんな人権がありますけれども、その辺のところが、やっぱ

り先生によっても素養が違うし、教育基本法とか学習指導要領もにらみながらやらないとい

けないと。それで本当に効果的な教育ができるかというところで各学校の先生方も悩んでお

られるかなと私は思うんです。そこで教育長の出番が出るんだと。僕はどこまでやるとか、

そこら辺まで具体的にやれるというのは門外漢でありますからちょっと分からんところがあ

るんですが、そこに教育長の意義があって、教育長が全責任を持って、効果的な教育はここ

までやったらどうだと、具体的に言うと、そういうふうなことをおやりになるべきだと思う

んですけれども、教育長いかがでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（冨山拓二郎） 

 効果的な学習の仕組みをいかにつくり上げるかといった意味では、私が以前、広川中学校

の校長をしておりましたときに、いわゆる小・中の一貫した学習の取組を促進するために、

先ほど申しました小中学校教科等研究会、これを結成しました。以前もありましたけれども、

それをより効果的にするように、小・中の教職員が共に授業について改善案を探っていく、

そういったものを行っております。 

 ですから、これから先も小・中学校の校長会を通しまして、それぞれがばらばらで取組を

行うのではなくて、きちんと年度ごとの到達目標をしっかりと立てて、小・中９か年に及ぶ

しっかりとした育成プランを立てた上での授業形成をして、教育の仕組みをつくっていくよ

うな取組を進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（野村泰也） 
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 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 それは了解しました。 

 先ほど御答弁の中で、過去、大臣から表彰を受けたというくだりがあったんですけれども、

あれはたしか地域とつながった教育という切り口だったと思うんです。 

 たまたま私、学び道場に教えるほうで参加をさせていただいているんですけれども、これ

は悪口じゃなくて事実として、前教育長が現場を御覧になったことは一回もないんですよね。

さらに言うと、教育委員会の担当される方も一回も現場を御覧になっていません。だけど、

定例的な会合には出てこられて、何かしゃべられて、有用な内容もあるんですけれども、先

ほどおっしゃったように、町として、学校として小規模だから、教育長の目が行き届くだろ

うし、現場の先生方もあんまり教育長が現場に来ていただくと迷惑な部分もありますけど、

あんばいを取られて、ぜひ現場進出ということをやっていただければと思います。 

 ちょっとこれは質問の場でお願いじゃないんですけれども、教育長にはこれ以上質問があ

りませんので、そういうことを申し上げて、教育長に対する質問を終わらせていただきたい

と思います。 

 続きまして、創生総合戦略の評価についてなんですが、町長の御説明で大体分かりました。 

 ただ、１件、有識者懇談会設置要綱を私もよく読んで、これを見ると、私は部外評価が必

要かなと実は思っているんですが、これが部外評価に当たるのかなというふうに思っていま

す。貴重な意見をいただいたということなんですが、私は一回この有識者懇談会を拝見した

ことがあります。傍聴しました。これは悪口になるといけませんから、事実として、あまり

活発な意見が出ていなかったなというのが印象です。今回、有用な意見をいただいたという

ふうな町長答弁だったんですが、具体的にどういう意見をいただいたのかというのを、例を

挙げられるのであればちょっと教えていただいていいですか。 

 それとあわせて、ごめんなさい、なるべく短くやらないといけないから、有識者懇談会を

やるときに意見を聞きますが、これは要綱に書いていますよね、意見をもらうことも。必要

な意見をもらう資料配付ですよね、関係する資料。これは有識者懇談会をやられる事前に配

付されて勉強してきてもらうとか、そういうふうな工夫をされているのかどうか。僅か２時

間ぐらいの懇談会で有用な意見が出るとはちょっと私は思いませんので、その辺のことを併

せて回答いただけますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 有識者懇談会におきましては、先ほどの外部評価の機関というよりも、御意見を頂戴する

という形になっておると思います。 

 それで、２年度の各事業の項目の中でも御意見等をいただいておるわけですけれども、個

別にどれが──各事業項目、32項目ほどありますけれども、各項目において意見をいただい

ております。一つ一つ細かに説明するのは控えさせていただきます。 

 それと、２点目の有識者への事前の資料配付でございますけれども、そちらは事前に配付

をいたしまして、うちのプロジェクトチームでの評価なりというものも添えて御意見をいた

だいておるところでございます。 
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○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 承知しました。 

 次の質問なんですけれども、町長からは出生数の減少については、コロナ対策等々もあり、

今回は十分な評価がなされていないんだという御回答であったので、実はこの前、御説明が

あった質問に対する回答文への御説明の中で、いろんなこんな対策をやっていきますという

のが、例えば、対策として子育て世代の移住・定住や子供の遊び場の充実、保育士の確保等

の施策に取り組んでいく、文書を書かれていましたけれども、必ずこれが出生数の増加に結

びつくとはちょっと私の認識では思わないので、大変なんでしょうけれども、しっかりとし

た評価をやって、有効な施策を取っていただくようにお願いしたいと思います。 

 今度は質問なんですが、国から発表された、例の合計特殊出生率が微増しているという話

を回答の中にいただいていました。具体的に言うと、広川町については前回の調査が1.69で

あったものが1.73、あとは県や国も大体同じような状況だったという結びの中で、この原因

として、広域的な施策による影響が大きいと結んであったんですけれども、この広域的な施

策というのはどういうことか、御説明ができたら御回答いただけますか。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 この広域的な施策という意味に関しましては、国が現在進めています少子化対策大綱、こ

の中で様々な事業を進めています。全般的にそれを進めているという意味で表現しています。

例えば、子育てや教育に係る経済的な支援や仕事と子育てを両立するための働き方改革、ま

た、子育て環境や教育環境の整備、また、男性の育児休業取得の推進など、様々な少子化対

策として広川だけではなく全国的に取り組んでいますので、それの表現として広域的な施策

ということで、それが影響しているんじゃないかという表現にしております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 元年11月にやられた広川町まちづくりアンケート調査報告書、これを私も頂いて拝見しま

した。ただ、どういうふうな実態であったのかというのを我々が読んでもちょっと分からな

いところがあるんですが、一個一個の中身というよりは、傾向を私は見ようと思っている中

で、やっぱり気になったのは、特に、一部ありましたけど、女性が前の調査よりは広川町が

住みづらいんだと、住みたくないんだという、パーセンテージの実数は置いておいて、増え

ていたんですよね。そこが私は一番着目して対応すべき点かなと思いました。 

 具体的に広川町に住みたくない理由、これは女性にかかわらず、３つあって、日常の買物

が不便だという話と、道路事情や交通の便が悪い、それと地域行事、近所付き合いが面倒と

いうのがあったと思います。それと、今後どういうまちづくりをしたいかという話について

もあったと思うんですよね。ちょっとこれは時間の関係で省略しますけれども、先ほど町長

が言われたようにコロナ対策でなかなか時間もないという状況においては、せっかくやった
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んだからアンケートを有効活用しないといけないと思うんですが、この辺の活用等について

御説明いただけますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 アンケートの内容分析等について、随時行っているところでございます。江藤議員の御質

問の中でも答えさせていただきましたとおり、直接そういう世代の対象者の方との意見交換

というのができれば一番いいんですけれども、そういう状況にございませんので、インター

ネットを活用した、ネットの中での意見交換会、そういう対象者をどう集めるか等を今御指

導いただいております。九産大の山下教授のほうと検討をさせていただいているところでご

ざいます。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 分かりました。一番住みたいまちとして豊後高田市がよく報道とかなされて、そこを

ちょっと見ると、やっぱり女性が一番住みたいという、パーセンテージが多いと聞いていま

す。そこら辺に着目したいろんな施策を的確にやることが、結果として町の発展──簡単に

言いますけれども──につながると私は思っていますので、よろしく対応いただきたいと思

います。 

 続きまして、防災危機管理について質問させていただきます。 

 町長答弁で大体理解したんですけれども、もう一回、ちょっと分からないところがあった

ので具体的に聞きますが、今回も当条の五の家井堰から、その下の、あれは五の家橋という

んですかね、あそこまでが越水しましたよね。いつできるかは置いておいて、どういった対

応をすればあそこが越水しないようになるのかという話はどういうふうにつかんでおられる

のかという話と、河川については下流からどんどん整備していくというようなことは教えて

いただいているんですが、今回、大きく越水したのは一応井堰、これは護岸等が結果的に壊

れていないので、被害届というか、県には修復の依頼はないと思うんですが、実際はここが

越水をして通行止めになりました。 

 具体的に言うと、五の家井堰の下部、それと一応井堰については、素人目には一応井堰に

ついては転倒ゲートに改修したらかなり改修するのかなと思っていますが、プロの目で見な

いと分かりません。当条については、私は対応の仕方がなかなかないのかなと思っておりま

す。この辺のところは町としてどのように考えておられ、かつ、どのように県と調整をされ

ているのか。また、県との調整状況が、町長が河川整備をしたいと思っておられる考え方と

そごがあるのかどうかということについて教えていただきたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 先ほど竹下議員が言われる井堰の関係ですけど、まず、一応井堰の状況なんですが、一応

井堰については、井堰の前後で高低差がありまして、こちらを転倒ゲートとかにする場合は、

上流の河川の底、河床を低くする必要があります。その河床を低くした場合は、両護岸の根
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入れ部分、基礎部分を太くしますので、さらに深く改修をしなければならないということで、

井堰の上流の長い距離の河床を、川の底を低くしますので、長い距離の河川改修が必要に

なってくると。 

 あと、五の家井堰付近については、河川断面が小さいことと、あと、南側にある町道が低

いこと、これによって越水しておりますので、こちらも転倒ゲートだけでは越水を防ぐこと

ができないというふうに考えております。そのため、両方の井堰につきましては、転倒ゲー

トを設置する部分と、あと同時に河川改修、こういったものが必要になってくるのではない

かというふうに現在考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 五の家のほうの対策の関係について、河川だけではなくて道路的な視点、あそこは道路が

通っていますので、道路自体をかさ上げできないか、それをかさ上げすることによって堤防

ができないかということで検討した経緯があります。あそこには住宅がありますので、そこ

をちょっとかけるということまではなかなか対応ができず、今のほうに至っております。た

だ、河川の、そちらは左岸側、河川の下流に向かって左側の話ですけれども、右岸側、そち

ら側も越水するので、当条区のほうが地元でそれを止めるための止水板を開ける作業をされ

ます。ここについては、区のほうと協議を進めまして、道路を引き上げるような形で対策を

講じようということで今話を進めています。 

 最終的な話になりますけれども、どうしてもやっぱり河川改修でないとできない部分があ

ります。ここについては、県のほうに町長もお願いして結構要望をしてもらっているわけで

す。ただ、年間にできる、じゃ、どれだけ事業が進むのかということなんですけれども、今

年ははっきり言うと、予算は倍増させてもらっているような状況もあります。１億円程度の

予算をつけてもらっているんですけれども、100メートルぐらいしか進まないとですよ。そ

れだけ河川改修には時間がかかるということも御理解いただきたいと思います。 

 災害の件に対して考えれば、まずはハード面で限界がある部分については、やっぱり避難、

そういった部分をしっかり考えてもらう必要があるんじゃないかと思っています。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 過去の一般質問でもいろいろさせていただいた中で、今回の８月も久留米市とか雨量が相

当多かったということが報道されていましたけれども、今後20年間は、やっぱりこの注意度

は、雨量が増えるんだというようなＩＰＣＣの報告もありますから、県との調整がいろいろ

大変なんでしょうが、本当によろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、最後になりますが、上広川校区の過疎対策について──教育長、すみません、

もう一個だけ質問させていただいていいですか。 

 小規模特認校なんですが、これは先ほど御説明は分かったんですが、上広川校区の過疎対

策的な意味合いも当然あると思うんですけれども、教育の観点からの有意性についてお考え

があれば、ちょっと急遽でなんですが、いただいてよろしいでしょうか。 
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○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（冨山拓二郎） 

 小規模特認校を上広川小学校にしておりますけれども、少人数で学ぶよりも大人数で学ぶ

ことのほうが、子供のコミュニケーション能力、あるいは言語能力、そういったものが十分

発達するものと考えております。少ない人数で学ぶよりも多くの人数で、先ほども申した共

同的な学習、学びの場をいかにつくっていくのか、それが子供の人格形成上も、あるいは学

力向上の上でも非常に有効なやり方だと思っておりますので、この小規模特認校を進めるこ

とによって、私ども学校運営の方針を生かしていくものであるというふうに考えております。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 町長からあったように、広川町の人口減少地域定住促進強化条例がさらに３年間延長した

ということで、上広川校区の過疎対策については重要だと認識されているということは分か

りました。その上で、若干この事業について御質問をさせていただきます。 

 小規模特認校については、実質、令和２年度が実績１名ということだったので、それはど

うかと私は思うので、せっかく小規模特認校に指定したら、数は具体的に私からは申し上げ

られませんけれども、もうちょっと徹底するかどうかというのを教育の観点からもひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 あと、住宅を保持するとき、具体的に事業名は言えませんけど、上広川校区は優遇措置が

ありますけれども、これによって上広川校区に家を建てたという人が、実績があるかどうか。

上広川校区から、山のほうから下りてくるときとか、ちょっとその辺が活用できるのかどう

か知らないんですが、外から、もしくは中広川から、下広川から移動してきて、これがある

がゆえに上広川校区に家を建てたという実績があるかどうか、教えていただけますか。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山英明） 

 住宅ローンの利子補填の施策を打っておりますけれども、現在までに13名の方がこの利子

補給を受けてあります。 

 内容といたしましては、上広川校区内から上広川校区で利用されている方が７名、それか

ら、中広川校区、下広川校区から上広川校区へ家を建てられた方が１名、町外から上広川校

区へ来られた方が５名、合計の13件となっております。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 分かりました。今の質問はそれで終わります。 

 あと、工業団地の造成が計画されていると思います。新工業団地造成計画に基づく地形測

量業務委託費用というのが本年度の予算として認めろということで、議会として認めたんで

すけれども、これが商工振興費ということで、金額は10,628千円だったですかね、ここに書

いていますが、これの執行予定、執行の見込みというのはあるかどうか教えてもらっていい
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ですか。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 令和３年度当初予算で上げました地形測量業務委託料の分になります。こちらは候補地の

基準点測量や地形測量の業務委託となりまして、この測量委託につきましては、議会や地元

説明、その後に土地所有者への説明をし終わった後に、承諾をいただいた土地より現況測量

というのを行うものです。ただ、現在、コロナ感染の関係で、対象地区の行政区に説明も行

くことがちょっとできませんので、当然、議会への報告というのも現在差し控えさせていた

だいております。 

 今後、地元説明というのができないようであれば、次年度への事業繰越しなどを行って、

次年度の事業として対応をしていく形で考えております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 了解しました。ただ、新工業団地造成計画なるものを我々議員も知らされていない状況な

ので、個人的には知りたいなというふうに考えていますから、ちゃんとした理由があられて、

お知らせではないんでしょうけれども、可能な範囲で御提示いただけたらというふうに思っ

ています。 

 最後に、３号線バイパスについて質問させていただきます。 

 この３号線バイパスにつきましては、令和３年２月10日の福岡県の都市計画審議会におい

て、否決じゃないんですよね、否決じゃなくて、採決保留になっているんです。先に言いま

すと、何人かの委員が若干反対意見を述べられたことによって採決保留になったんです。も

う一回言いますけど、否決じゃないんです。 

 いろんな委員がおられるんですけれども、今回反対意見を言われたのは大体県議会議員の

先生方であります。ちなみに紹介しますと、自民党の松本委員が、いまだ住民への説明が不

足なんじゃないかという話と、報道──報道というのは、これは福博ジャーナルだと思うん

ですけれども──の内容、いわゆる事前に決まったルートをトレースするような話に決まっ

たんじゃないかというような話で、反対意見、保留がいいという意見を述べられています。

それと、自民党の加地委員も同意見だと。さらには加地委員は、地元の県議に確認をしても、

よく説明を受けていないというような回答があったということです。それと、この井上委員

というのはちょっと僕は知らなくて、多分、立憲民主党か何かの方だと思うんですけれども、

同じ意見だということで、当該委員長が採決保留が妥当だとなったというふうに公になって

います。 

 町長はこの採決保留になった理由をどのように捉えておられるのか、御認識をお教え願い

ます。 

○議長（野村泰也） 

 竹下議員に、今の質問が項目に上がっておりませんので、分かる範囲でよければ。町長。 

○町長（渡邉元喜） 
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 私は県議会議員の先生方が誤解されてあるんじゃないかと思うんですよ。広川町で３号線

バイパス推進は大変盛り上がっております。 

 それから、ある一定のところをどうだこうだと、通す通さんという、これは具体的に言う

と上広川小学校なんですね。だから、公共の施設を通すから、それはどうだという話だった

そうです。しかし、これは誤解だと思います。国道事務所がよく説明をしておけば、それは

誤解は解けたんじゃないかと。ただ、地元の盛り上がりが足りないということ、そういうこ

とは私は全く広川町についてはないと。 

 それで、その後、私は複数の県議会議員の先生からいろいろ言われました。全く面識のな

い人からその件について、その先生方いわく、私がどう言うた、こう言うたということです

けれども、私は初めて会った人に何も話はしとらんですよ。ですから、そういう話が県議会

の中で広まっているというか、うわさが、それがそれに出てきたんじゃないかなというふう

に私は思っております。言われるとおりに、盛り上がっていないというふうに見られるなら、

盛り上げようということで、どうしようかということを話しておりましたところ、コロナ禍

がまたこういうふうになっておりましたので、今のところそれができておりません。 

 それから、ルートについても、我々がどうのこうの言うたわけでも何でもありません。地

形上、それから、３号線バイパスの工事の工程上、そのほうが国道事務所が安く上がり、有

利になるんだということで、そこになったというふうに私は聞いておりますから、我々が公

共施設を通してくれと言うたつもりはございません。 

 それと、もう一つ言いますけれども、今後どうするか。これはコロナ禍で私たちも身動き

が取れておりません。ですから、何もできないでいますけれども、うちのある議員の中で、

私たちがしっかりとお願いをしておりました古賀誠先生、これは失脚させないかんというふ

うに発言されている方もいます。これは古賀先生を蹴落とすようなことがあったら大変なこ

とだなというふうに心配をしておりましたが、幸いにして健在でありますので、古賀先生か

ら助言をいただきながら、藤丸先生、しっかりと応援をしていただきたいなと。それによっ

て今後推進してまいりたいというふうに──今後、衆議院の解散総選挙がございます。その

後はそういった取組をしてまいろうと私は思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 議長、事前通告というのは、議会の討論がうまくいくように資料とかを調べるために事前

通告します。今回、僕は町長のお考えを問いますので、継続して質問をさせていただきたい

と思います。 

○議長（野村泰也） 

 はい、どうぞ。３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 町長、これらの自民党の県議会議員の先生方の意見と私は同じ意見じゃないんです。先ほ

ど、上広川を活性化しないといけない条例ですよね。これを見ていただくと、今回、町長が

されようとしている項目がざっと並んでいるんですよ。だから、古賀誠先生でも何でもいい

んですが、町長が事前にいろんな動きをされても、私は堂々とされとったらどうかというこ

とを申し上げようとしているんです。 
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 そもそも、今回、期成会を３月につくるという副町長からの御説明があって、屋上屋を架

すような、そういう期成会は必要ないんじゃないかなと私は思ったんです。そのときは

ちょっと意見を言うような、全員協議会か何かの御説明の場であったので控えたんですが、

さらなる期成会をつくるということは、まさに住民説明が通っていないことを自ら認めるよ

うなものじゃないかと。だから、こんなものは僕は要らないと思っているんですよ。 

 今まで、ただ、僕は町長が動きとしてはちょっと不足にあられた部分があるんじゃないか

と思っています。それは何かというと、県への説明、ここがどうも不足しとったんじゃない

かというふうに思います。 

 長くなるといけませんので、最後に、一般質問の場というのはお願いする場ではないんで

すけれども、今後、３号線バイパスを実のあるバイパスとして造っていただくためにお願い

をして、質問を終わらせていただきたいと思います。お願いの場じゃないんだけど、町長、

先にお願い、言っていいですか。 

○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 今、議員おっしゃったとおり、一般国道３号改良促進期成会というのは現にあります。で

すから、その上に期成会をつくる必要は何もありません。私はそれを、どうも行き違い、勘

違いがあったと思うんです。私も勘違いしておりました。期成会じゃなくて、推進協議会を

つくって盛り上げてくれというふうな話だったんですよ。それが期成会、期成会というふう

に私の耳に入ってきますから、期成会、屋上屋をつくるようなことは私はしませんというこ

とを言い続けてきたんです。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 屋上屋を架すと言いますが、最後にちょっと、一般質問はお願いする場じゃないんですけ

れども、３号線バイパスを実のあるものとして将来実現させていただくために、ちょっとお

願いを幾つかさせていただきます。 

 期成会ではないとおっしゃったんですが、ほかの名前でもいいんですけれども、つくられ

るからには実のある組織づくりをしていただきたい。これが１点。それと、県の都市計画審

議会では、議案の番号は違うけれども、中身は八女市と一緒なんですよね。ですから、八女

市との足並みをそろえていただきたいかなと思います。３つ目、何回か私、一般質問で言わ

せていただいたんですが、立花の駅から久留米のあそこ、今の北側の端までつないでも、あ

まり３号線バイパスの渋滞解消には、科学的根拠はないけれども、僕はならないかなと。生

活道路的な要素が３号線は多いんですよね。だから、せっかく３号線バイパスを造るのであ

れば、別のことがあって、今回、久留米を除外したと言われるけれども、久留米市をこの事

業に参画させるべく努力をいただきたいと思います。 

 そして、繰り返しになりますが、これが一番重要なんですが、古賀誠先生に頼むのもいい

んだけれども、国と県に本来の調整をぜひ確実にうまくやっていただきたいというふうに考

えています。 

 町長、以上で質問を終わりますが、何かおっしゃいますか。 
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○議長（野村泰也） 

 町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 最初から言いますように、初めから３号線バイパスは八女市、広川町、久留米市で動いて

いたんです。ところが、久留米市を促してもなかなかこの協議が進まないから、一旦は広川

町と八女市で造って、その後、久留米市に頑張っていただいて造ってもらいましょうという

ことで、改良促進期成会の中でもそれは今でも同じ考えなんですよ。ですから、第１期、第

２期という考え方で今度のバイパスは国道事務所が進めてくれているんです。ですから、久

留米市を除外した、省いたということは全くありません。 

○議長（野村泰也） 

 ３番竹下英治君、最後にしてください。 

○３番（竹下英治） 

 最後ですね、長くなって本当にすみません。 

 国道事務所がその２期をどのように担保されているのか、別の機会でいいので、教えてい

ただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（野村泰也） 

 暫時休憩いたします。10分間の休憩を取ります。 

午後２時11分 休憩 

午後２時18分 再開 

○議長（野村泰也） 

 それでは、全員おそろいですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、６番水落龍彦君の登壇を求めます。 

○６番（水落龍彦） 

 皆さんこんにちは。６番水落でございます。２学期が始まって、教育委員会は、子供、保

護者、それから教師の対応で物すごく忙しい中、まして今日は一般質問で集中させて、大変

だと思います。最後ですので、よろしくお願いします。 

 本日は、まず、読書教育の推進についてお尋ねします。 

 文科省のほうから、中学生までの読書習慣の形成が不十分と。高校生になり、読書への関

心度の低下、それから、スマートフォンの普及などによって子供の読書環境への影響が考え

られると。発達段階ごとに読書の習慣づけのために、家庭、学校、幼稚園、保育園、小・

中・高、図書館の効果的な取組が推進されています。 

 家庭では、みんなで読書運動に取り組むこと。家読と書いて「うちどく」といいますが、

子供の読書活動を高めるために、読み聞かせなどにより家庭でのコミュニケーションが増え、

絆を深める目的で、本町、広川町ではゼロ歳、ブックスタートを子育て支援係で、それから、

教育委員会、図書館で３歳、６歳までの実施をされています。さらに、９歳まで、３年生前

ですね、中学年前に拡大するとのことでしたが、どのようになっているか、お聞きしたい。

これがまず１点目です。 

 次に、35人学級、少人数学級、個に応じたきめ細やかな教育、それから教科担任制、２学

期制、いろんなものが入ってきています。そういう実現があります。その反面、分かる・で
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きる授業、質の高い授業ですか、そして、教師の数、質の必要性が問われています。教師不

足の問題点、講師が集まらない、確保のために、中学校から臨時免許、新任教師、今年の採

用試験では、教育実習もまだしていないのに採用試験が受けられる。そして、その後、教育

実習をされると思いますけど、何かそういう採用試験に対しての低下も考えられるなと。い

ろんなこういう課題の中で、強いて言えば授業面、それから学級経営や生徒指導、それから

保護者対応とか地域の連携、そういう面での指導力の低下はないか、お聞きしたいと思いま

す。これが２つ目です。 

 ３つ目は、こういう教員を育てる人たちもいると思います。教員の多忙化と同僚性の希薄

化もあると思います。そういう中で、教員間の学び合い、支え合い、協同する力が必要だと

思います。若い教師が増えている中で、育成指導に当たる職員など、教育委員会でどのよう

にサポートしてあるのか、その３点をお伺いします。 

 あとは質問席よりお伺いさせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（冨山拓二郎） 

 それでは、読書教育の推進についてお答えいたします。 

 現在、３歳児の読書への階段事業及び６歳児の家族でうちどく事業を実施し、年齢に応じ

た図書を段階的に配付する事業を通して、家庭内での読書習慣を身につけることにより、家

庭での読書を推進しております。 

 以前、この事業を９歳児にも拡大する協議を進めておりましたが、この年齢になりますと、

それぞれ読みたい図書の分野が多様化してまいります。どのような図書を選書したらよいの

かという課題がございました。それならば、子供たちが多くの図書の中から選書できるよう

に、町立図書館の図書をさらに充実させると同時に、学校図書館にも町立図書館から巡回文

庫の本を増やすことにし、選択できる図書を充実させたほうがよいとの判断になり、町立図

書館と学校図書館の連携により各図書館の図書の充実に努めております。 

 続きまして、学校教育の課題解決に向けての取組でございます。 

 現在、教員の年齢構成は、大量退職期を迎え、若い新規採用教員が大幅に増えています。

その上、30代後半から40代の中堅層が少なく、アンバランスな構成になっており、教員の資

質能力の向上のための人材育成が課題となっております。 

 そのような中、教員を希望する人数も減ってきており、小学校では講師が不足し、中学校

免許の講師に臨時免許を取得させ、勤務していただいております。小学校は全教科の指導に

なるので、専門教科以外の指導もしていただかねばなりません。そうなると、やはり指導力

に欠けてまいります。また、小学校免許を持っているものの、若年教員は経験が浅く、授業

や学級経営、生徒指導等の様々な面において指導力が不足している面もあるということもま

た現状でございます。 

 そこで、教育委員会としては、若年教員研修会や若年教員の授業参観等を行い、指導、助

言を行っております。また、学校から職員育成計画を提出させたり、校長会や学校訪問等を

通して、育成方法を確認し、より効果的に実施できるよう指導、助言を行ったりしておりま

す。 

 現在、コロナ禍で学校に出向いたり研修会を行うことが難しい状況にありますが、学校と
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密に連絡を取り合い、若年教員の状況を聞いております。また、各学校におきましても、

ＯＪＴの研修や、あるいはメンター制度を取り入れた、先輩教員が若年教員に対して指導、

助言を行ったり、あるいは同学年で一緒に教材研究を行ったりしています。中学校において

は同教科の中で、あるいは同学年の中でということになりますけれども、常にそういったこ

とにつきましては教育委員会と学校が連絡を取り合い、若年教員の様子や先輩教員の指導方

法などを聞き、必要に応じて指導主事が適切な指導方法などの指導、助言を行っております。

また、若年教員や臨時的任用職員に対しては、南筑後教育事務所からもサポートをしていた

だいております。 

 今後も教育委員会と学校が連携して、学校訪問をし、指導、助言を行ったり、研修の場を

設定したりしながら、よりよい人材育成をしていきたいと思っております。 

 また、教育の低下と申しますけれども、先日行いました全国学力テストの中では、福岡県、

広川町におきましては、小学校は全国平均を超えるという実績を残しております。こういっ

た部分ではしっかりとこういったメンター制などが効果的に行われているというふうに思っ

ております。 

 以上です。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 ９歳児の多様化の選書の課題があったり、図書、学校巡回等だけでやっていくという御意

見がありましたけれども、実は３年生までの拡大をするということは元教育長のほうから発

言があったので、今日は質問しました。だから、そのことを言われた時点で、教育委員会で

共通認識等、何かそういうのがあってそういうお話をされたかなということも確認したいと

思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 ９歳児への本の拡大ということで、この提案は図書館のほうからございました。図書館の

ほうから教育長に話をされて、教育長も一旦はそういった計画はいいだろうということで言

われておりましたけれども、担当のほうで協議をした結果、やはりその選書については、９

歳になると好みとか、そういったものも出てきます。仮に希望する本ではない本を配付して

も、それが読まなければ結局無駄になってしまうというようなこともございましたので、今

回はその分については取りやめております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 教育委員会としては、９歳児の特性というか、本、なぜ９歳なのかという、そういう特徴

とか、何かそういうところは捉えられていますか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 
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○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 いや、特に教育委員会として９歳児ということでは限定しておりません。先ほど言いまし

たように、町立図書館のほうからの要望で出ておりました。今、ゼロ歳児に対して福祉課の

ほうが行っております本の配付、３歳児と６歳児が教育委員会のほうで行いまして、都合よ

く３つずつ間が空いておりますので、そういったところで９歳児ということでされたんでは

ないかなと思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 私が調べた３歳、９歳までの意味合いというのが、小学校中学年から高学年になる頃、読

書好きになるのかが分かれてくるということですね。だから、ファンタジーとかシリーズ、

ああいうものを見ながら子供の感性や読書量が伸びるということで、ここら辺を境に読書量

が減ってくるということなんですね、これが中学生、高校生。ましてや、今、ＩＣＴ教育と

か、いろいろあります。そういうものに全然触らない。本はデジタルで読んでいる人たちも

います。スマホというのは使えますけど、スマホは辞書代わりぐらいにしてほしいというよ

うな感覚。だから、これはＩＣＴ教育の影の部分の補充かなと思います。 

 今いろんなことを聞きましたので、また何かこういう話合いがあったら、９歳のところま

で、また一度検討していただきたいと思います。 

 １番目はこれで結構です。 

 先ほどの35人学級、少人数学級も、指導力の低下ということで教育長がいろいろ言われた

部分、やっぱり小学校でも指導力に欠ける部分がある、学級経営不足があると思います。こ

れはあって当たり前ですよね。これだけの忙しい中で、大変な思いをしてやっておられると

思います。 

 そこで、そういう教師の判断というか、見方というのはどこで、さっき言われましたけど、

教育委員会と学校の連携を取りながらとあります。考えられるのは、まず、管理職が各学級

に入りながらその教師を見ていかれると思います。教室訪問なり、それから、いろんなその

先生の課題とか、そういうのをつかまれると思います。そういう中で、指導しても指導して

もなかなかできない。そういうもので研修があって、そういう内容を総合したものを教育委

員会のほうに届けられるというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 先ほど教育長答弁にありましたように、毎月１回、校長会を開いております。また、学校

への訪問も適宜、指導主事のほうが行っておりますし、町が行う学校訪問もあります。そう

いった中で、各教室で授業を見ておりますけれども、本年度はコロナの影響もありまして廊

下から見る程度ではございましたけれども、そういったことで各学校の様子を随時見ており

ます。また、特に問題があるようなケースについては、日々の校長の観察の中から、校長会

なりでも報告いただいておりますので、そういった中で現状というのは分かってくるような

形になってきます。 

○議長（野村泰也） 
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 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 そういうものも課題解決に結びつくと思います。 

 もう一つ、研修とか協働体制の在り方、組織の在り方とか、いろいろあると思いますけど、

その中で、そういうことに関しての研修に関する広川町での人材、そういうのはリストか何

かつくっておられますでしょうか。研修とかに力を持っている方とかの人材リスト。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 教職員の育成リストというのがございまして、そういったものを活用しております。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 研修で講師になるような人が広川町にもいると思うんですね。そういう方たちのリストか

何かはつくってあるのかということを聞いております。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 すみません、そういった研修とかで使えるようなリストまではつくっておりません。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 話を聞いてみると、元校長先生がおられたり、今ほかの大学で生徒指導とか、いろいろ教

えている方もおられたり、いろんな方、そういう方が現場で使えるような、人材として活用

できるのかなと思って、こういうことを言いました。 

 10年ほど前、学校経営の課題は職員の高齢化でした。年寄りが多くて多くて、どうしたら

学校をやっていけるのかと、若い人が欲しい欲しいというのがその頃の課題でした。これか

ら退職者が増加して、５年先、10年先はどうなるのか。そういう在り方を考えて、これから

の人材育成を考え、各校長が講師になって、これから担う職員を育成していった市もありま

した。 

 こういう人材育成の観点からの研修の在り方、それから、長期展望の視野で、先ほど教育

長が２学期制のために人事交流がしやすくなると言われましたけれども、新しい風を入れる

意味での本町以外の教職員との人事交流は考えておられるか、教育長にお尋ねします。 

○議長（野村泰也） 

 教育長。 

○教育長（冨山拓二郎） 

 今、水落議員おっしゃっていただきましたように、今回、２学期制を導入していきますの

も、そういった本町以外との人事交流をなるべく図りながら、広川町に新しい流れを、風を

起こしていきたい、そういった思いもございます。 

 そういった中で、今後、南筑後管内のそれぞれの市町と交流が図れるように、南筑後教育
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事務所のほうとも連携を取りまして進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 先ほど教育長が、短所でもあり長所であると。長くいる部分もいいかも分かりませんけど、

そういうものをあえて変えながら、将来を長期展望して、広川町の教育をよくしていってい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それから、先ほど若い教師が増えている中で指導育成に当たる教員というのがありますけ

れども、教育委員会が考える育成指導に当たる職員、どういう資質、どういう人がこういう

のに適しているのかなということをお伺いしたいんですが。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 育成指導で行かせている職員……（「職員の資質。どういう人がいいかということです

ね」と呼ぶ者あり） 

 やはり最近、若い教職員が増えております。先ほど教育長の答弁もありましたように、30

歳代から40歳代の中間層が少なくなっておりますので、なかなか指導される先生方も少ない

んですけれども、指導のやり方もいろいろありまして、最近ではＯＪＴ研修とかメンター研

修とかを取り入れまして研修を行っております。 

 そういった資質、人材もいろいろありまして、研修をすることで職員の資質を高めている

ような状況で、そういったことで研修を行っております。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 ありがとうございました。若い教師が勉強になるというのは、いつも先輩教師が若手を考

えてくれるとか、それから見守り、指導してくれる、教官的な立場でいつも見てもらってい

ますね。その中で自分自身の力を伸ばそうという、これは学校教育に限らず、どこでもだと

思います、人のあれは。ただ、その中である程度厳しさも必要だと思います。間違いとかそ

ういうことを正す、その正し方もあると思います。 

 反面、先輩教師との人間関係に悩むというのがあるんですよ。その理由として、これは癖

のある教師、どういう癖があるかというと、未熟な先生に強く当たるとか、強い口調で一方

的であると。これは私も昔見てきたし、今の50代とかいっぱい、そういうのが当たり前かな

と思うんですけど、今の時代に合うのかな。それが結局、職員だけならいいけど、子供とか、

それから保護者、地域の方たちにそういう態度とか言動がつながれば、これは学校の信頼に

も影響していくと思います。本町ではそういうことはないと思いますけれども、もしこのよ

うな癖のある教師とかがいるとすれば、教育委員会としてはどのように対応されているか、

またサポートされているか、お聞きしたいと思います。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 
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 先ほど申しましたように、メンター制度、研修等も入れております。それとかＯＪＴ、こ

れは実務面とか精神面での指導、助言ができるような研修と考えておりますので、そういっ

たものを取り入れておりますけれども、基本は常に教育委員会と学校とが連絡を取り合いな

がら、若年教員の様子とか先輩教員の指導方法などを常に校長のほうに確認しまして、必要

に応じて指導主事が指導、助言を行って、そういったものについて学校と連携して対応して

いる状況でございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 ＯＪＴですね。オン・ザ・ジョブトレーニングですかね。センターなんかでも今やってお

られる人材育成の方法とか、そういうことを学びながらやっていかれるということですね。

頑張ってもらいたいと思います。 

 学校免許制度のことでちょっとお話ししたいと思います。 

 学校免許制度ですけど、負担過ぎた免許更新制が大きく変わっています。制度がなくなっ

ても、教員の研修の必要性は変わらないと。そして、抜本的な研修の充実を網羅する。そし

て、廃止ということもありますけど、廃止ではなく、発展的な対処をしていくという文部科

学大臣の答弁がありました。 

 そういう中で、職務体系、今まで職免だったんですかね。職免が今度出張に変わるとか、

経済的にお金がかかった分がかからなくなるとか、夏休みを活用しての研修になるとか、申

請における負担がなくなるとか、いろんなことを今考えられているみたいです。言わばセン

ターにひとつ集めて、どんとそこで免許更新の研修会をやるとか、そういう話を聞いていま

すけれども、教育委員会ではこのことについて、教員から研修の充実について、何か検討事

項とか、何か先を考えてあることがあれば教えていただけませんでしょうか。なければない

でいいです。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 若年教員に対しての研修というのは、若年教職員の研修会を行ったり、先ほどとちょっと

重複しますけれども、特に若年教員が行う授業参観を特別に指導主事が学校訪問して見ると

か、そういった形で育成、確認等を行っております。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ６番水落龍彦君。 

○６番（水落龍彦） 

 ありがとうございました。やることが多過ぎて物すごく大変だと思います。教育長、すば

らしい、楽しい場所づくりを期待しております。 

 私もやみくもに質問しているわけじゃなくて、広川町のためによかれと思い、自分自身の

考えでもありますけれども、いろんな情報を聞いたり、いろんなことをしながら質問させて

いただきました。頑張ってください。どうもありがとうございました。一般質問を終わりま
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す。 

○議長（野村泰也） 

 以上で一般質問を終わります。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次回は９月10日午前９時30分から開議いたします。 

 なお、９月７日火曜日、午前８時45分から第３会議室において議会運営委員会、午前９時

30分から大会議室において全員協議会を開催します。よろしくお願いします。お疲れさまで

した。 

午後２時42分 散会 

 


